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１ 事業者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名 

事業者の名称    ：株式会社ニトリ 

代表者氏名     ：代表取締役 似鳥 昭雄 

主たる事務所の所在地：札幌市北区新琴似七条一丁目 2 番 39 号 

 

２ 事業者の環境に対する取組方針 

（１）サステナビリティ方針 

ニトリグループは、「住まいの豊かさを世界の人々に提供する。」というロマンを掲

げ、その実現に向け歩みを進めてまいりました。そのなかで生まれたのが“製造物流

IT 小売業”という一気通貫のビジネスモデルです。このビジネスモデルにより、徹

底的な効率化やコスト削減を実現し、お客様に「お、ねだん以上。」の商品・サービ

スの提供が可能になります。さらに、このビジネスモデルは、サステナブルな視点か

ら全体最適を考えたアクションを可能にし、環境・社会課題の解決に貢献する「新し

い価値」の創出につながります。現状否定を繰り返し、改革を進めることで、常に変

化する世の中の課題のひとつひとつに誠実に向き合い、お客様をはじめとする全ての

ステークホルダーの皆様と、環境・社会にとっての「より良い未来」を同時に目指し、

追い求め、ニトリグループらしいサステナビリティ経営を実現してまいります。 

 
（２）環境に配慮した事業推進 

ア 基本方針 

ニトリグループは、自社のみならずサプライヤーも含むサプライチェーン全体に

おいて、事業拡大が環境負荷拡大に繋がらないよう、常に省資源・省エネなどへの

取り組みによる環境配慮に努めます。加えて、事業を通じて環境保全・改善に寄与

できるような取り組みを推進し、良好な環境づくりに貢献したいと考えています。 

環境に配慮した製品開発 製品に含有する化学物質がもたらす地球環境の課題解

決に取り組むことが、持続可能な社会・経済活動の発展に繋がるという考えのも

と、ニトリでは取引先と協働して、環境に影響を及ぼす有害物質を低減した製品

の開発に取り組んでおります。 

J-Moss に基づく特定化学物質の含有情報 2006 年 7 月 1 日以降、資源有効利

用促進法では、製造、輸入販売する対象製品に対して、JIS C 0950（J-Moss）

に規定された特定化学物質の含有表示を行うことが法令で義務付けられています。

これは、リサイクルシステムが構築されている品目に含有表示を行うことで、含

有情報を処理事業者にも提供することを目的としています。 

ニトリではこの法律で対象となる製品において、除外項目以外の部位に基準値を

超えた特定化学物質を含有する製品を製造、輸入販売などは行っておりません。 

 

イ 資源循環 

ニトリグループは、自社のみならずサプライヤーも含むサプライチェーン全体に

おいて、資源の有限性を認識し、その有効活用と循環促進に取り組むことで、資源

使用量と廃棄物排出量の削減に努めます。具体的には、「ごみを出さない」「ごみを

減らす」「ごみを資源に回す」企業となることを目指して、廃棄物の排出自体を減

らすとともに、排出後においても 埋立・単純焼却処分といった資源化されない廃

棄物の削減に努め、排出前・排出後の両軸で活動を進めてまいります。 
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３ 事業の名称、目的及び内容 

（１）事業の名称 

（仮称）ニトリ江坂店新築工事 

 
（２）事業の目的 

事業計画地は、大阪府吹田市の南西部にある平坦地に位置し、敷地東側は大阪府の

北部を南北に貫く国道 423 号（新御堂筋）の側道に接する交通至便の立地にありま

す。また、既設の事業地の跡地でまとまった敷地面積が確保でき、用途地域も近隣商

業地域であることから、大規模商業施設の導入・立地に適した場所といえます。 

事業者である株式会社ニトリは、ニトリグループの理念である「住まいの豊かさを

世界の人々に提供する。」を企業行動の原点とし、チェーンストア企業の使命として、

日常の暮らしにおいて必要不可欠な商品を安価で安定して供給するため、さまざまな

立地条件にも対応できる店づくりに取り組んでいます。 

本事業は、このような背景を踏まえ、当該跡地の有効利用として「ニトリ」を出店

するものであり、地域の生活に密着した低価格で高機能な商品を提供することに加え、

現地での雇用創出、環境への配慮等、地域に貢献することを目的としています。 

 
（３）事業の内容 

ア 事業の種類 

事業の種類は「商業施設の建設」で

あり、本事業は「吹田市環境まちづく

り影響評価条例」（平成 10 年吹田市

条例第 7 号）第 2 条に規定する要件

に該当します。 
 

イ 事業の規模 

敷地面積 ：約 6,660m2 

建築面積 ：約 5,260m2 

延べ床面積 ：約 14,172m2 

建物高さ ：約 19m 
（塔屋看板を含めた最大高さは約 26m） 

駐車場 ：230 台  
ウ 事業の実施場所 

大阪府吹田市江坂町四丁目 50 番 11  
 

エ 事業計画の概要 

本事業は、大阪府吹田市江坂町の既設の事業地（現在解体撤去中）の跡地に、商

業施設とこれに付随する駐車場を建設し運営するものです。 
 

（ア）土地利用計画 

土地利用計画は、以下に示すとおりです。 

表 1 土地利用計画 

土地利用区分 面積（m2） 構成比（%） 

計 画 建 物 5,260 79.0 
駐 輪 場 156 2.4 
緑 地 455 6.8 
通路・車路等 589 8.8 

開発緑地・広場・公園 200 3.0 

合 計 6,660 100.0 

図 1 事業計画地の位置  

※この地図は国土地理院発行の 
電子地形図 25000 を使用しています 
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図 2 土地利用計画 

 
（イ）建築計画 

a 建築物の概要 

建築物の概要は、以下のとおりです。また、建築計画のイメージは次ペー

ジのとおりです。 

表 2 建築計画の概要 

建 物 用 途 物販店舗 

建 物 構 造 鉄骨造 

建 築 面 積 約 5,260m2 

建 ぺ い 率 約 82％ 

延べ床面積 約 14,172m2 

容 積 率 約 173％ 

売 場 面 積 約 6,687m2 

建 物 高 さ 約 19m（ただし、塔屋看板を含めた最大高さは約 26m） 

階 数 地上 3 階 

駐車場台数 230 台 

駐輪場台数 223 台 



- 4 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

図 3 建築計画 
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b 営業時間 

営業時間は、10:00 ～ 20:00 とする計画です。ただし、夏季や新生活、

引っ越し需要期等を含め、今後、営業時間を延長（9:00 ～ 21:00 の範囲内）

する可能性があります。（駐車場利用可能時間は、8:30 ～ 21:30） 

c 想定利用客数 

想定利用客数は、年間約 60 万人、休日 1 日（平均的な休日）当たり

3,500 人を想定しています。 
 

（ウ）緑化計画 

事業計画地は既設の建築物や駐車場、車路等で被覆されており、周縁部にわ

ずかな植栽があるのみです。緑化にあたっては、現況と同様に事業計画地周縁部

に植栽を行う計画としており、低・中・高木による立体的な緑地を形成するとと

もに、壁面緑化や屋上緑化などによる視認性の高い箇所への効果的な緑化を行い、

緑に包まれた施設とする計画としています。 

緑化率は、「吹田市開発事業の手続等に関する条例」（平成 16 年条例第 13 号、

令和 6 年 3 月 29 日最終改正）に定める緑化率 10%以上とする計画です。ま

た、条例では緑化面積として換算されない箇所についても、自主緑地や開発広場

内緑地、壁面緑化として可能な限り緑化を行い、それらを含めた実質の緑化面積

は敷地面積の 20%以上を確保する計画です。 
 

（エ）交通計画 

a 自家用車の利用の低減 

来店・退店車両による周辺環境への影響を低減するため、以下の取組を実

施し、極力、自家用車による来店を低減する計画としています。 

・家具配送無料などのイベントを実施し、バスや電車などの公共交通機関や

自転車・徒歩による来店を促進し、極力自家用車による来店を低減します。 

・折り込みチラシなどで公共交通機関利用のお願いを案内します。 

・混雑状況に応じて、近隣の他店舗を案内します。 

b 自動車動線計画 

事業計画地は、国道 423 号（新御堂筋）の側道に接しており、事業計画地

への施設関連車両は、当該道路から以下に示す経路で事業計画地へ入出庫す

る計画としています。 

利用客による来店・退店車両 

・南側からの来店車両は、事業計画地東側出入口から左折入庫します。帰り

は、事業計画地北側出入口から右折出庫※1※2 し、祝橋東交差点を右折し

て退店します。 

・北側からの来店車両は、祝橋東交差点を右折して、事業計画地北側出入口

から左折入庫します。帰りは、事業計画地東側出入口から左折出庫、また

は北側出入口から右折出庫※2 して退店します。 

 
※1 利用客による南側への退店車両が事業計画地東側出入口から左折出庫すると、祝橋西交差点を右

折するために短い走行区間で右側車線に車線変更する必要があり、交通安全上問題があります。

そのため、北側出入口からの出庫に誘導する計画としています。 

※2 北側出入口から左折出庫すると、住宅地内の幅員の狭い生活道路を走行して迂回することとな

り、周辺住居の生活環境に影響を及ぼすおそれがあります。そのため、北側出入口から右折出庫

するよう誘導する計画としています。 
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荷物運搬車両及び廃棄物収集車両 

・南側からの入庫は、事業計画地東側の荷物運搬車両・廃棄物収集車両出入

口から左折入庫します。帰りは、当該出入口から左折出庫し、祝橋西及び

東交差点を右折して退店します。 

・北側からの入庫は、祝橋東交差点を通過して南下し、垂水町西交差点及び

豊津町北交差点を右折して北向きに転回し、事業計画地東側の荷物運搬車

両・廃棄物収集車両出入口から左折入庫します。帰りは、当該出入口から

左折出庫し、退店します。 

c 交通安全対策 

・営業時間は 10:00～20:00（夏季や新生活、引っ越し需要期等を含め、

今後、延長（9:00 ～ 21:00 の範囲内）する可能性はあります）とする

計画とし、朝の通学時間帯（8:00～8:30）とは重ならないよう配慮し

ます。帰宅時（14:20～16:00）についても、既存店舗の実績から、平

日は休日に比べて来店車両は著しく少なくなるものと想定しています。 

・店舗内において、来客者に周辺に通学路があることを看板等で告知します。

また、周辺の住宅地の生活道路に進入しないよう、看板等で注意喚起しま

す。 

・来店・退店車両と荷物運搬車両及び廃棄物収集車両の出入口を別に設け、

さらに事業計画地の北側及び東側の 2 箇所に来店・退店車両の出入口を

配置することにより、利用客が各方面別に来店及び退店することで、交差

点に車が集中しないように計画します。 

・出口への誘導は、場内の看板等や必要に応じて場内及び出入口に交通誘導

員を配置します。 

・北側出入口の右折入庫・左折出庫を禁止します。 

・事業計画地内に歩行者安全帯を設け、歩行者・自転車と車両を分離します。 

・車路スロープ下の駐輪場から店舗入口までの歩行者と東側出入口の車両に

ついて、動線がクロスしない配置とします。また、スロープ下の駐輪場に

おいて、注意喚起のため照明計画についても検討し、駐車場を含む車路の

照度についても適切に計画します。 

・事業計画地北側の市道について、事業計画地をセットバックして道路を拡

幅する計画としています（道路の仕様については、今後の道路管理者、交

通管理者等との協議により決定します。）。 

d 駐車場計画 

事業計画地内の駐車場台数は、各法令（吹田市開発事業の手続等に関する

条例、大規模小売店舗立地法）で規定する必要台数を確保する計画です。 
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図 4（1） 自動車動線計画（広域）  
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図 4（2） 自動車動線計画（詳細） 
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着工後月数

諸検査

10ヶ月目 11ヶ月目 12ヶ月目 13ヶ月目

造成工事

建築工事

1ヶ月目 2ヶ月目 3ヶ月目 4ヶ月目 5ヶ月目 6ヶ月目 7ヶ月目 8ヶ月目 9ヶ月目

（オ）供給施設計画 

a 給水計画  

給水は、吹田市水道事業者から供給を受ける計画です。 

b ガス・電気供給計画 

ガス、電気は、それぞれ都市ガス事業者及び電気事業者から供給を受ける

計画です。なお、エネルギー利用の効率化や環境負荷の低減を図る計画とし

ており、一部において太陽光発電の利用を検討しています。 
 

（カ）排水施設計画 

汚水・雑排水と雨水は建屋外合流方式とし、公共下水道に放流する計画です。 
 

（キ）廃棄物処理計画 

工事中の建設廃棄物は、分別を徹底し、再資源化及び再利用等の促進を図る

とともに、再利用できないものは専門業者に委託し、適切に処理する計画です。

また、掘削工事に伴う発生土は、埋め戻し、敷き均しに利用し、事業計画地内で

再利用することで、残土の発生を可能な限り回避・低減することとします。 

供用開始後の廃棄物は、減量・分別・再利用を徹底し、関係法令に則り適切

に処理を行う計画です。 
 

オ 工事計画 

（ア）造成工事 

土工事は、バックホウ、ダンプトラック等の組み合わせで行い、盛土部分の

締め固めにあたっては、十分な転圧を行います。隣接する道路に高低差があるた

め、計画地盤レベルを大きく変更することができず残土量の削減は難しいですが、

極力埋め戻し土として利用することで、土の搬出量の削減に努めます。 
 

（イ）建築工事 

建築工事は、準備工事→基礎杭工事→掘削工事→躯体工事→仕上工事→外構

工事、の順に行います。 

表 3 工事工程 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 環境影響要因の概要 

本事業の実施により、環境影響を及ぼす要因となる行為等（環境影響要因）として

は、以下に示す事項が考えられます。 

 
（１）工事 

・建設機械の稼働（準備工事、土木造成工事、建築工事に伴う建設機械の稼働） 

・工事用車両の走行（資材運搬や工事関係者の車両の走行） 

・工事の影響（工事の実施による廃棄物、悪臭等の発生） 
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（２）存在 

・緑の回復育成（既存の緑地の消失、新たな緑地の整備） 

・建築物等の存在（新たな建築物等の出現） 

 
（３）供用 

・施設の供用（物販店舗の供用、施設の供用に伴う設備の稼働、廃棄物、悪臭等の発

生） 

・冷暖房施設等の稼働 

・駐車場の利用（事業計画地内における来店・退店車両や荷物運搬車両及び廃棄物収

集車両の走行） 

・施設関連車両の走行（事業計画地外における来店・退店車両や荷物運搬車両及び廃

棄物収集車両の走行） 

・歩行者の往来（利用客の往来） 

 
５ 当該事業における環境に対する取組方針 

ニトリグループでは、「未来にいいこと。みんなにいいこと。」のキャッチフレーズ

のもと、環境を考えたものづくりを目指しています。本事業においても、工事中及び

施設の存在・供用時において、省エネルギーやヒートアイランド対策、環境配慮型機

器の採用、廃棄物の減量化、景観への配慮など様々な取り組みを行い、ニトリ既存店

舗をリードする環境に配慮した施設を目指し、周辺の生活環境の向上を図ります。 

本事業における環境に対する取組方針としては、大阪府建築物の環境配慮制度にお

いて、商業施設ではトップクラスといえる CASBEE A ランク、また、ニトリグルー

プ店舗では初となる ZEB Ready 認証取得を目指した設計とし、高効率及び省エネル

ギー型機器を採用するとともに、ソーラーパネルを設置して極力再生可能エネルギー

を活用し、可能な限り環境負荷の低減を図るものとします。また、壁面緑化を行って

ヒートアイランド対策を行うとともに、緑化景観を創出して周辺環境に配慮した空間

を創出します。 

これらの実現に向け、関係機関と連携・協力を図り、環境保全・改善に寄与できる

ような取組を推進し、良好な環境づくりに貢献してまいります。 

 
６ 提案書に対する質問書の概要及びこれに対する事業者の回答 

「（仮称）ニトリ江坂店新築工事に係る環境影響評価提案書」について、吹田市環境

まちづくり影響評価条例第 23 条第 1 項の規定に基づく「提案書に対する質問書」の

提出は、評価書案作成時点ではありませんでした。 

 
７ 提案書意見交換会における住民からの意見の概要及びこれに対する事業者の見解 

「（仮称）ニトリ江坂店新築工事に係る環境影響評価提案書」について、吹田市環境

まちづくり影響評価条例第 8 条第 1 項の規定に基づき、令和 5 年 7 月 14 日に開催し

た「提案書意見交換会」において述べられた関係地域の住民による意見の概要及びこ

れに対する事業者の見解は、次に示すとおりです。なお、事業者の見解については、

意見交換会では述べることができなかった内容についても整理するとともに、調査、

予測及び評価の結果等も踏まえて記載しています。 

 

  



- 11 - 

提案書意見交換会における意見の概要及びこれに対する事業者の見解（1） 

項目 意見の概要 事業者の見解 

事業計画 この意見交換会概要書（の計画）
は、決まりか。それとも、今日の意
見交換会で皆さんの意見を聞いて計
画 が 変 わ る 可 能 性 が あ る の か ど う
か。交通事情とかがあるので、車の
動線とか、住民の意見を聞いて変え
られるのかどうか、そのための意見
交換会なのか、こうしますというた
だの説明なのかが知りたい。 

本日の意見交換会は、環境影響評
価 提 案 書 段 階 で の 意 見 交 換 会 で あ
り、その時点での計画となっていま
す。今後、環境影響評価の結果や皆
様のご意見、審査会意見を踏まえた
上で、計画が変更になる可能性はあ
ります。 

 駐車場が中にあるのなら、ゲート
等をつけずに、必ず中に入れてほし
い。よくあるのが、ゲート手前でガ
ードマンが止める場合。そうではな
くて、中が広いのなら、今から変え
られるのだったら、必ず中に 1 回入
れて、中で処理するようにしてほし
い。特に側道。中で少し変えたら、
おそらく 1 回中に入れることができ
ると思う。 

駐車場については、現時点ではゲ
ートの設置や有料にする予定はあり
ません。また、場内に十分な駐車場
台数（約 230 台）を設けることと、
類似既存店舗の状況から、場外の無
断駐車はほとんど発生しないものと
想定しております。 

駐車場を有料にすると裏の生活道
路に止める人が出てくる。ただ見る
だけで、1 時間見ようと入る人は多
分裏に止めると思う。無料でもいい
が、中に一旦入れないと、ゲートを
つけると、必ず渋滞が起きる。渋滞
だけで済まないかもしれない。 

 要約書 6 ページで建築工事が 8 ヶ
月目からあるが、この工事というの
は、土日や休日は休みなのか、それ
から 9 時から 5 時までなのか。 

工事の作業時間は 8 時～17 時を予
定していますが、準備・片付けなど
の作業については、その限りではあ
りません。また、コンクリート打設
工事等、途中で止められない工事や
緊急性がある工事についても、時間
外での作業となる場合があります。
そのほか、作業員の出勤・退勤に伴
う車両の出入についても、時間外に
なることがあります。 

また、休日については、原則とし
て日曜、祝日は休みですが、土曜日
は作業を予定しています。 

なお、建築工事については、工事
期間（12 か月程度）は変わりません
が、着工時期は提案書記載の工程よ
り前倒しにする予定としています。 

 もし緊急の場合、土日も工事する
という予定があったら、近所の住民
に黙って勝手にやられるのか、土日
工事しますよというのを 1 週間ぐら
い前に伝えるかどうか、そのあたり
はまだ決まっていないのか。 

工事スケジュールは、具体的にな
りましたら、近隣の皆様には事前に
お知らせをさせて頂きます。また、
日曜、祝日に作業をする場合につい
ても、事前にお伝えをさせて頂きま
す。 
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提案書意見交換会における意見の概要及びこれに対する事業者の見解（2） 

項目 意見の概要 事業者の見解 

交通混雑・ 
交通安全 

お客様には電車等の来店を促す、
というのは、多分無理だと思う。徒
歩 7 分かかる坂道を、誰も重たい物
を持って上がらないので、もともと
車で来ることを想定して 230 台とい
う 大 き い 駐 車 場 を 考 え て い る と 思
う。まずその計画条件はうそかなと
思って聞いていた。230 台も止めら
れる駐車場で徒歩等の来店というの
はまずないと思うので、交通渋滞は
十分に考えられる。そのあたりをし
っかり考えてもらいたい。今から交
通調査されるなら、よく見ておいて
ください。 

公共交通機関の利用促進について
は、家具配送無料などのイベントの
実施や周知を徹底して、極力、自家
用車による来店を低減させるよう努
力してまいります。 

駐車場台数については、大規模小
売店舗立地法で規定する必要台数と
して 230 台を計画していますが、来
店車両台数は、休日ピーク時で最大
146 台/時 を想定しています。それ
に基づいて交通流シミュレーション
を行い、滞留長、渋滞長の変化を把
握しました。その結果、シミュレー
ション範囲において、来店車両の付
加により滞留長や渋滞長の若干の発
生や延伸がみられましたが、シミュ
レーション範囲内における車両の平
均 走 行 速 度 の 大 き な 低 下 は み ら れ
ず、現況からの著しい交通混雑はみ
ら れ ま せ ん で し た 。 し た が い ま し
て、交通処理上問題ないものと考え
ています。 

 建設予定地のところ、南に下って
いくと名神高速道路との交差点があ
る。南西から北東に向かうところの
交差点があるが、ここは現状でも非
常に見通しが悪い。南から来る車が
見えにくい。なぜならば、高架下で
暗い。車がカーブミラーで見ても分
かりにくい場所である。 

工事期間中は当然だが、後、営業
しても、お客様が多いときに交通誘
導員を配置してほしい。正直、信号
を設置してほしいぐらいだが、それ
は少し難しいだろうから、交通誘導
員の配置をお願いしたい。 

も う 少 し 細 か く 言 う と 、 工 事 車
両、それから、営業を開始してから
のお客様は、第 1 車線を走ってくる
可能性が非常に高い。現状は、第 1
車線はまだまばらというか、少ない
が、第 1 車線に集中する可能性があ
る。そうすると交通量が多くなる。
場合によっては渋滞がここまで伸び
て く る 可 能 性 も あ る 。 上 り 坂 だ か
ら、渋滞が起こりやすい。そういう
観点から、この地点に交通誘導員を
配置してほしい。 

当該交差点は事業計画地から離れ
ており、交通誘導員の配置は難しい
です。 

ご懸念されているように、休日の
ピーク時など、現況でも当該交差点
付近まで自動車の滞留が延びている
ことは把握しております。本事業で
は、休日ピーク時で最大 146 台/時 
の来店車両台数を想定しています。
それに基づいて交通流シミュレーシ
ョンを行い、滞留長、渋滞長の変化
を把握しました。その結果、シミュ
レーション範囲において、来店車両
の付加により滞留長や渋滞長の若干
の発生や延伸がみられましたが、シ
ミュレーション範囲内における車両
の平均走行速度の大きな低下はみら
れず、現況からの著しい交通混雑は
みられませんでした。したがいまし
て、交通処理上問題ないものと考え
ています。 
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提案書意見交換会における意見の概要及びこれに対する事業者の見解（3） 

項目 意見の概要 事業者の見解 

交通混雑・ 
交通安全 
（続き） 

利用客が日 3,500 人で、2 人で入
店するとしたら、大体車で来るのが
その半分になる。大体、時間当たり
でざっと計算すると 1 分間に 3 台ぐ
らいの車が来る計算になる。ただ、
それはならしただけで、多い時間帯
では 1 分間に 5、6 台の車が来るか
と思うけれど、祝橋の交差点の信号
で出入りできるのかという計算はし
ているのか。 

一番心配なのが、北から来る車は
祝橋の信号を曲がって左折で入って
くる。橋の上の区間で待たれると、
多分他の車が全く曲がれなくなるの
と、渋滞が今でも起きているのに多
分無理だと思う。説明にあったとお
り、裏は生活道路だからあまり走っ
てほしくないというのは住人の意見
である。 

主要走行ルートの主要交差点にお
いて、交差点解析により交差点需要
率（交差点が信号で処理できる交通
量に対し、実際に交差点へ流入する
交通量の比率を示します。一般に、
0.9 を上回ると、円滑に処理できな
くなるとされます。） の算出を行いま
した。その結果、祝橋東交差点及び
祝橋西交差点は、それぞれ来店車両
の ピ ー ク 時 間 帯 で 0 . 3 5 1 及 び
0.367 でした（出入口 2 箇所（北側
及び東側）の場合）。また、駐車場出
入口付近など、交差点需要率では交
通混雑の状況が把握しきれない地点
については、補足的に交通流シミュ
レーションを行いました。交通流シ
ミ ュ レ ー シ ョ ン の 実 施 に あ た っ て
は、現状の滞留長及び渋滞長を再現
するとともに、歩行者及び自転車の
通行についても考慮するなど、現状
の交通挙動を可能な限り再現するよ
う努めました。その結果、シミュレ
ーション範囲において、来店車両の
付加により滞留長や渋滞長の若干の
発生や延伸がみられましたが、シミ
ュレーション範囲内における車両の
平均走行速度の大きな低下はみられ
ず、現況からの著しい交通混雑はみ 
ら れ ま せ ん で し た 。 し た が い ま し
て、交通処理上問題ないものと考え
ています。 

 祝橋の交差点は、歩行者・自転車
も結構多い。そうすると、右折、左
折の車両は止まるので、渋滞する。
右折専用・左折専用レーンもないた
め、直進車両も行かなくなる。その
た め 、 南 北 だ け で な く 、 東 西 も 混
む。祝橋の東から西に渡って北に行
くという道をよく使うので、祝橋西
を右折するが、ここは歩行者、自転 
車がいると現状でも止まることがあ
る。そこを左折したことがないので
分からないが、歩行者がいると、北
から出庫する際に、多分曲がれない
と思う。そうすると、駐車場内が必
ず渋滞する。南側は南側で、大体赤
信号で止まっていないことはないと
思うので、出庫できないと思う。そ
の点がものすごく心配しているとこ
ろである。そもそも歩行者信号と一
緒 で い い の か ど う か と い う と こ ろ
は、1 度調査したほうがいいのでは
と思う。 

 私が住んでいるところから南に下
りるのには、祝橋を通らないと行け
ない。すごく混むと、今でも混んで
いるけれど、本当に生活に支障が出
るので、敷地の面積もあるので少し
難しいかもしれないが、本当に住民
のことも考えて計画してほしい。 

 

御社が来ていただくことは大変あ
りがたいが、多分、商売のボトルネ
ックになるのが祝橋西、東の交差点
の混雑だと思う。詳しいことは分か
らないが、北側から帰らないように
してほしい。あの小さい交差点に入
らないようにしてほしい。要は、祝 
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提案書意見交換会における意見の概要及びこれに対する事業者の見解（4） 

項目 意見の概要 事業者の見解 

交通混雑・ 
交通安全 
（続き） 

橋 の 西 に 出 た ら い け な い 。 極 端 な
話、南側の大型トラックが出るとこ
ろから出してほしい。 

理由は、祝橋の新御堂筋の青信号
は北側から 50 秒である。50 秒止ま
ったら、今度は南側から 45 秒と来
る。それで、南北が止まって、東西
方向の青信号が 30 秒。私のような高
齢者は 30 秒では歩けない。途中で止
まらないと渡れない。東側にあるマ
ックスポーツセンターは、土日にな
ると子供が自転車で走っていく。そ
うすると、多分御社の来店客とバッ
ティングして危ないかと思うし、さ
っき言った 30 秒の交差点は、市道を
もし西側から左折して北へ出ようと
すると、そこに通行人がいたら、ほ
ぼ 1 台か 2 台かぐらいしか左折でき
ない。そうすると、間違いなく北側
が渋滞してしまうので、商売のボト
ルネックになるかもしれないと思っ
ている。 

動線を全く変えるべきじゃないか
と思っている。トラックの出入口を
変えてこっちに持ってくるとか、そ
のほうが絶対いいと思う。せっかく
来ていただいて、そんなクレームば
かりがあったり、事故が起こったら
ろくなことがない。やはり商売をや
る か ら に は す ご く 大 事 な こ と で あ
り、違う意味でのボトルネックにな
るかもしれないと思うので、ご検討
いただければありがたい。 

 

先程、調査すると言っていたが、北
に上がっていくと春日南交差点があ
りそこは右折できない。たまに知ら
ない方がウインカーを出さずに曲が
ろうとするときに、ぶつかることが
ある。私も何回もぶつかりそうにな
ったことがある。それをされたとき
に、渋滞が起きる。非常に困る。た
だでも、緑地公園の前というのは結
構路上駐車が多くて、新御堂筋に上
がれない。だから、仕方がないので
そのまま直進をして、新御堂筋に上
がったりするけれど、その渋滞が少
し気になる。それはニトリさんに関
係ないと言われるかもしれないが、
他方面から来られたときに、多分交
通事情を知らない人が多い。そのあ
たり、しっかりしていただきたい。 

ご懸念されている春日 1 丁目南交
差点は右折禁止となっており、ここ
を右折する車両に対して、事業者と
して何か検討することは難しいかと
考えます。 

緑 地 公 園 前 の 路 上 駐 車 に つ い て
は、今回実施した交通流シミュレー
ションにおいて、祝橋西交差点北側
の区間における路上駐車車両を避け
て右側車線へ車線変更する車両を考
慮しました。その結果、シミュレー
ション範囲において、来店車両の付
加により滞留長や渋滞長の若干の発
生や延伸がみられましたが、シミュ
レーション範囲内における車両の平
均 走 行 速 度 の 大 き な 低 下 は み ら れ
ず、現況からの著しい交通混雑はみ
ら れ ま せ ん で し た 。 し た が い ま し
て、交通処理上問題ないものと考え
ています。 
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提案書意見交換会における意見の概要及びこれに対する事業者の見解（5） 

項目 意見の概要 事業者の見解 

交通混雑・ 
交通安全 
（続き） 

この物件、新御堂筋の側道から入
ることはできても、出ることはやめ
てほしい。全部北側の道路のほうか
ら出ていただきたい。今現在、祝橋
の交差点では大体 2 信号で交通が動
いている。新御堂筋の東側道路、北
からすいすいバスが南下してきて、
祝橋で U ターンする。（祝橋西交差点
の北側の調査地点のあたりの）バス
停で、渋滞のためにバスが大体 3 分
から 5 分遅れる。昔、この祝橋から
西側に魚屋さんが 1 軒できたとき、
この周辺は麻痺してどうにもならな
かった。今度この大きな建物ができ
たら、側道へまた車が出てこられた
ら、交通が麻痺してどうにもならな
いということが素人でも分かる。で
すから、その辺は何とか考えていた
だきたい。 

先ほどおっしゃっておられたよう
に敷地内に通路を造って、できる限
り側道から離すとか、そういうこと
をやっぱり考えてほしいと思う。 

ご指摘頂いた内容を考慮し、今回
実施した交通流シミュレーションに
おいては、北側及び東側の 2 箇所に
出入口を配置する計画に加え、出入
口を 1 箇所とした場合（北側のみま
たは東側のみ）についても予測を行
いました。その結果、出入口 2 箇所
の場合がより周辺交通への負荷が小
さくなることを確認しています。 

ま た 、 シ ミ ュ レ ー シ ョ ン の 結 果
は 、 シ ミ ュ レ ー シ ョ ン 範 囲 に お い
て、来店車両の付加により滞留長や
渋滞長の若干の発生や延伸がみられ
ましたが、シミュレーション範囲内
における車両の平均走行速度の大き
な低下はみられず、現況からの著し
い交通混雑はみられませんでした。
したがいまして、交通処理上問題な
いものと考えています。 

 
 
 

 もし、江坂側から来る、徒歩であ
ったり、自転車であったりという方
を想定しているというのであれば、
地域住民であれば知っていると思う
が、名神高速の高架下の側道の南北
に向かう道は、車専用で歩行者、自
転車が通れない道になっている。も
し、電車とかでいらっしゃる方がそ
こを通るとなると、知らずにそこを
通るかもしれないと思う。かなり危
ないので、それがないように、来る
方 に 必 ず 案 内 し て も ら い た い と 思
う。必要があれば、そこに案内員を
置くなどしてもらいたいと思う。 

ご指摘のとおり、新御堂筋の側道
における当該区間の歩行者・自転車
の南北の通行は、それぞれ側道横に
ある歩行者・自転車専用のトンネル
を利用する必要があります。南行き
車線側は側道のすぐ横にあり、北行
き車線側は少し側道から離れていま
すが分かりやすい看板が設置されて
います。店舗でも看板等で周知はし
ますが、車道を通行される方はほと
んどいないものと考えております。 

なお、当該箇所は事業計画地から
離れており、交通誘導員の配置は難
しいです。 

 要約書 17 ページの「出口への誘導
については、場内の看板等や交通誘
導員により誘導するとともに、必要
に応じて出入口に交通誘導員を配置
する計画としています」となってい
る。計画というだけでなくて、ちゃ
んとやってもらう。北側の出口のと
ころに誘導員がいなかったら、左に
抜ける。北側にずっと行くその抜け
道 が あ る が 、 そ こ は 生 活 道 路 で あ
る。子供もたくさん通る。通学路で
幼稚園の車も止まる。だから、誘導
員を必ず置いて、北側出口を左折出
庫させないようにすること。多分、
右折したら渋滞になる。東西のとこ
ろは信号が短いので。だから、そこ
は何か対策を考えてほしい。 

北側出入口の左折出庫を禁止する
ため、開店後から 3 ヶ月程度は交通
誘導員を常駐配置します。その後、
状況を見ながら継続して配置するか
どうか検討していくというのが、他
店舗においても、通常行っている対
応です。今後、地域の皆様のご要望
や警察の指導なども踏まえながら慎
重に判断していきたいと考えていま
す。 
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提案書意見交換会における意見の概要及びこれに対する事業者の見解（6） 

項目 意見の概要 事業者の見解 

交通混雑・ 
交通安全 
（続き） 

3 ヶ月ぐらいでやめるというパタ
ーンがあるというが、もしそこを左
折されていたら、生活道路のことは
何も考えていないということか。 

 

もし、警備員がいたら、多分誘導
されて絶対右折するようになる。左
折する車両がいないから、もう警備
員 は 要 ら な い と な っ た 時 点 で 、 多
分、左折する人は多くなると思う。
そ の 場 合 は 監 視 カ メ ラ か 何 か 置 い
て、左折する人が多いからまた警備
員を立てようという計画はあるか。 

 

 新御堂筋の南側から北側に走行す
る話だが、現在でも土日を中心に、
右車線が土日夕方になると詰まって
いる。祝橋を右折するため右車線に
入るけれど、大体信号 2 回ぐらいか
かっているような状況である。 

なぜ混むかというと、北側の緑地
公園駅のところで新御堂筋に入る車
が右車線に入るのと、緑地公園駅前
に路上駐車がいるので、おそらくそ
こを早めに右に入っておきたいとい
う車が右車線に入っている。必ずし
も右折の車がずらっと並んでいるわ
けではなくて、祝橋は右車線のほう
が詰まって左が空いているというよ
うなところに今はなっている。交通
分析をされる際も、単純に測るだけ
じゃなくて、ぜひ細やかに見てほし
い。 

江坂町 5 丁目から新御堂筋の北行
きには、祝橋西交差点を北上するの
が唯一の道になる。祝橋西交差点の
右折ができなくなると、どこまで混
むのか、新御堂筋の北行きに非常に
出にくくなるおそれがあるというの
が、懸念しているところである。 

安全上で言うと、やはり交差点の
近くに出入口をつくるというのは決
していい状況ではない。新御堂筋か
らの出入口をつくるなら南側だろう
と思っている。交差点近くというの
は非常に危険なところであるし、そ
こにあえてつくる理由がよく分から
ない。南側動線をつくって、日照の
問題があるから北側にスロープを造
りますという説明はあったが、北側
にスロープを造ったとして、南側に
道路も造って中に誘導してしまえば
できなくはないと思うので、それも
踏まえて、さらに西側の開発地もあ
ると思うので、そこはニトリさんの
話ではないだろうが、そちらへのル 

今回実施した交通流シミュレーシ
ョンにおいては、祝橋西交差点の北
側において、路上の駐車車両を避け
て右側車線へ車線変更する車両を考
慮するなど、現状の交通挙動を可能
な限り再現するよう努めました。そ
の結果、シミュレーション範囲にお
いて、来店車両の付加により滞留長
や渋滞長の若干の発生や延伸がみら
れましたが、シミュレーション範囲
内における車両の平均走行速度の大
きな低下はみられず、現況からの著
し い 交 通 混 雑 は み ら れ ま せ ん で し
た。したがいまして、交通処理上問
題ないものと考えています。 

出入口の位置については、ご指摘
のとおり、交差点から近いことによ
る安全上の懸念があることは承知し
ています。スロープの位置など、い
ろいろと検討してきましたが、大型
車両（荷物運搬車両及び廃棄物収集
車両）の出入口については、交差点
から離れた南側に配置すべきである
こと、安全上の観点から来店・退店
車両と大型車両の出入口は分離すべ
きであることから、現計画の位置に
出入口を配置しています。 

安全対策については、以下を徹底
する計画としています。 
・営業時間は、朝の通学時間帯とは

重ならないよう配慮する。帰宅時に
ついても、既存店舗の実績から、平
日は休日に比べて来店車両は著しく
少なくなるものと想定している。 

・店舗内において、来客者に周辺に
通学路があることを看板等で告知す
る。また、周辺の住宅地の生活道路
に進入しないよう、看板等で注意喚
起する。 

・来店・退店車両と荷物運搬車両及
び廃棄物収集車両の出入口を別に設
け、さらに事業計画地の北側及び東 
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提案書意見交換会における意見の概要及びこれに対する事業者の見解（7） 

項目 意見の概要 事業者の見解 

交通混雑・ 
交通安全 
（続き） 

ートとしても南側に動線を確保する
とか、ぜひ広い目で、地域の開発と
いうことで、ぜひ地域とうまくやっ
ていこうという、そのような方針も
お持ちだと思うので、広い目線でご
検 討 い た だ け た ら あ り が た い と 思
う。 

側の 2 箇所に来店・退店車両の出
入口を配置することにより、利用
客が各方面別に来店及び退店する
ことで、交差点に車が集中しない
ように計画する。 

・出口への誘導については、場内の
看板等や必要に応じて場内及び出入
口に交通誘導員を配置する。 

・北側出入口の右折入庫・左折出庫
を禁止する。 

・事業計画地北側の市道について、
事業計画地をセットバックして道
路を拡幅する計画としている（道
路の仕様については、今後の道路
管理者、交通管理者等との協議に
より決定する。）。 

 まだ開発を、店舗の大きさを変え
られるのだったら、中にループか何
かの車が走れる走路なんかを造って
もらえないか。渋滞に応じて臨機応
変に北や南から出したりとか。中で
どうしても止まってしまう車がある
かもしれないが、少なくともその入
口からまだ出ない車は、例えば側道
等も生活道にしか出せないから、そ
のあたりを少し考えてもらえたらと
思う。 
特に小学生の通学に関しては、今度
マンションの理事会に話をしておく
ので、本当に考えていただきたい。 

北側出入口については左折出庫を
禁止するため、市道に信号待ちの車
列があれば、必然的に場外へ出庫で
きません。東側出入口についても新
御堂筋側道に車列ができていれば同
様です。場内のスロープを降りたと
ころで両出入口に進行することがで
き ま す の で 、 場 外 の 混 雑 状 況 に よ
り、必要に応じて交通誘導員が適切
な出入口への誘導案内を行う計画と
しています。 

ま た 、 営 業 時 間 に つ い て は 、
10:00～20:00（夏季や新生活、引
っ越し需要期等を含め、今後、延長
（9:00 ～ 21:00 の範囲内）する可
能性はある）と計画しており、朝の
通学時間帯（8:00～8:30）とは重
な ら な い よ う 配 慮 し ま す 。 帰 宅 時
（14:20～16:00）についても、既
存店舗の実績から、平日は休日に比
べて来店車両は著しく少なくなるも
のと想定しています。 

 ジ オ （ 緑 地 公 園  シ テ ィ フ ォ レ ス
ト）よりも南側の子供たちは全て江
坂大池小学校に通っている。工事の
着手時間が 8 時ということだが、今
ど き 、 町 な か で 仕 事 す る の で あ れ
ば、8 時半朝礼ぐらいが常識だと思
う。 

通学でいうと、8 時 25 分が多分始
業 時 間 に な っ て い る 。 あ の あ た り
は、本当に子供が集まっている。グ
ランリベールもそうだし、江坂住宅
もそうだし。8 時に始まるというこ
とは、多分、工事車両がその前から
来る。7 時 45 分とかそれぐらいが、
一 番 子 供 た ち が 通 学 し て い る と 思
う。自分の住んでいるマンションや 

工事の作業時間は 8 時からを予定
していますが、工事用車両の通行時
間は、原則通学時間帯を避けて設定
します。また、工事用車両の出入口
には、誘導員を配置し、安全対策を
行います。 
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提案書意見交換会における意見の概要及びこれに対する事業者の見解（8） 

項目 意見の概要 事業者の見解 

交通混雑・ 
交通安全 
（続き） 

周りの子たち、まだ小さい子がいる
ので、少しそのあたりは考えてもら
いたい。吹田市は集団登校がないの
で、朝のその時間に工事車両とかが
来られたときは、非常に危ないと思
う。もう少し遅らせてもらいたい。7
時とか 6 時台から入ってくる工事車
両がおそらくたくさんあると思うの
で。 

 

 工事中、阪急さんの土地を更地で
受け取るとおっしゃられていて、隣
の土地はまだニトリさんの土地じゃ
ないかもしれないが、1 回更地にす
るんだったら、工事車両ないし重機
は中に入れて待機させるようにして
ください。そうしたら、少なくとも
工 事 期 間 中 の 渋 滞 は な く な る と 思
う。 

本事業の工事期間中に、隣地がど
のような状況にあるかは現時点では
分かりかねますが、もし工事用車両
の駐車場として利用できるようでし
たら、選択肢の一つとして考えたい
と思います。 

なお、工事中も含めて場内には十
分な駐車スペースを確保するととも
に、万が一駐車できない場合には、
どこか別の場所を借用するなど、周
辺 に 路 上 駐 車 を す る こ と の な い よ
う、徹底いたします。 

その他 この敷地、今、阪急さんの敷地だ
と思うが、解体工事は別業者がする
のか。 

建物がなくなった状態で引き渡さ
れることになりますので、解体工事
は 別 業 者 が 実 施 す る こ と に な り ま
す。 

 隣の敷地、今、このニトリさんが
計画されている西側の敷地は今、ま
だ阪急が持っているのか。 

そうなります。 

 交通の件等、今日出た質問やお願
い事項というのは、次回またその回
答をいただける、質問した内容につ
いては必ず調査をして、必ずご回答
いただけるというふうに思っていて
よいか。 

本日のご意見、また意見書及び質
問書に対する事業者の回答について
は、評価書案に記載させていただき
ます。 

 一番懸念しているのは交通渋滞と
祝橋での事故の増加と思っている。
かなり大規模な開発なので、本来で
あればこの西側の未開発地も、阪急
阪神不動産がおそらく持っていると
は思うが、本来は併せて計画を立て
るべきなんだろうと思う。ニトリさ
んだけに言っても仕方がないが、西
側に例えば店舗ができるとか、マン
ションができるとか、その状況によ
って大きく変わってくると思う。 

店舗ができる場合だと、本当に北
側の道だけの出入りになる。今、2
車 線 十 分 に あ る 道 で は 決 し て な い
し、歩道も北側の幅は狭く南側には
ない。幾つかマンションが建ち、バ
ッ テ ィ ン グ セ ン タ ー が あ り 、 小 学
生、中学生が週末だとか時間外を中
心にかなり自転車で来ている。その
ようなところに、そのまま車が行き
違えるようになっている状況じゃな 

西側の計画については把握してお
りませんが、南側の敷地については
本 事 業 と 同 時 期 に ス ー パ ー （ ラ イ
フ）が出店されることを把握してい
ます。本環境影響評価では、供用時
の交通混雑について、ニトリ単体の
予測に加え、ライフさんとの複合環
境 影 響 に つ い て も 予 測 を 行 い ま し
た。 

ニトリ単体での予測結果は、交通
シミュレーションにおいて、来店車
両の付加により滞留長や渋滞長の若
干の発生や延伸がみられましたが、
シミュレーション範囲内における車
両の平均走行速度の大きな低下はみ
られず、現況からの著しい交通混雑
はみられませんでした。したがいま
して、交通処理上問題ないものと考
えています。 

一方、ライフさんとの複合環境影
響予測結果については、祝橋東交差 
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提案書意見交換会における意見の概要及びこれに対する事業者の見解（9） 

項目 意見の概要 事業者の見解 

 いところに、入出庫車が入って、そ
のままスムーズに流れるのかという
ところを、もっと広い観点で見てほ
しいと思っている。例えば市に土地
を提供して幅を拡幅するとか、西側
の開発をにらんだ上で動くぐらいの
ことを、ぜひしてほしいと思ってい
る。 

点では現況からの著しい交通混雑は
みられませんでしたが、祝橋西交差
点では南方向の滞留長及び渋滞長が
延伸し、平均走行速度も低下する結
果 と な り ま し た 。 こ の 結 果 を 踏 ま
え、複合的な交通混雑による周辺環
境への影響をできる限り軽減するた
め、以下の取組を実施する計画とし
ています。 
・周辺事業における入庫・出庫ピー

ク時などにおいては、館内放送な
どによる周辺道路の混雑状況の周
知を行うなど、混雑時の集中的な
出庫を避けるための方策を実施す
る。 

・周辺事業者に、適宜、交通混雑低
減 の た め の 連 携 を 求 め て い く 。 

 
また、参考として、提案書意見交換会において行政に対して述べられた環境影響評

価制度に関する質問等の概要及びこれに対する行政の回答は、以下に示すとおりです。 
 

環境影響評価制度に関する質問等の概要及びこれに対する行政の回答 

項目 質問等の概要 行政の回答 

その他 隣の敷地に、何か事業計画が吹田
市に出ているのか。 

出ていないです。※ 

※ 令和 5 年 7 月 14 日時点。 

令和 6 年 2 月 1 日に、事業計画地南側に隣接するゴルフ練習場跡地において、「吹田市開発事業の

手続等に関する条例」に基づく大規模開発事業として「（仮称）ライフ緑地公園店 新築工事」の構

想届出書が市に提出されています。 

 
８ 提案書についての意見書の概要及びこれに対する事業者の見解 

「（仮称）ニトリ江坂店新築工事に係る環境影響評価提案書」について、吹田市環境

まちづくり影響評価条例第 9 条第 1 項の規定に基づき、環境の保全及び良好な環境の

創造の見地からの「提案書についての意見書」が 4 通提出されています。また、吹田

市開発事業の手続等に関する条例第 17 条第 1 項の規定に基づく「説明報告書に対す

る意見書」が 1 通提出されています。これらの 5 通の意見書の概要及びこれに対する

事業者の見解は、次に示すとおりです。 
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意見書の概要及びこれに対する事業者の見解（1） 

項目 意見の概要 事業者の見解 

事業計画 計画書内でテナントの募集を取り
やめたと書いてありました。この地
域はファミリー向け飲食店がくら寿
司しかなく、多くの客は昼に車で一
旦外に出る必要があると思います。
すると、不必要に出入りが増えるの
で、小さくても飲食店は誘致した方
がいいのではないかと思います。ま
た可能であれば、店の中央に子ども
用のキッズスペースなどがあると、
ぐずる子どものために退店するなど
が避けられ、交通の出入りが減ると
思います。一般客も走り回る小さな
子どもをカートで弾きそうになるな
どまた緑地公園店などで見られるス
トレスが減らすことかできると思い
ます。 

本事業は、ニトリ単独店で計画し
ております。 

飲食店等のテナントについては、
誘致の予定はありません。キッズス
ペースにつきましても、設置予定は
ありません。 

交通混雑・ 
交通安全 

●工事中の交通安全の確保 
現地北側に小学生・中学生等の利

用の多いバッティングセンターが隣
接しており、工事車両（特に大型車
両）については、現地東側（新御堂
筋側道）から出入するルートに限定
すること 

工事中の出入口については、計画
地北側及び東側に設ける計画として
おりますが、大型車両については、
極力計画地東側の出入口からの出入
をメインとして計画しています。工
事の進捗状況により、一時北側を利
用する可能性はありますが、出入口
には交通誘導員を配置し安全確保に
努めます。 

 ●開業後の交通安全の確保及び交通
渋滞の低減措置の実施 

・祝橋交差点の安全確保及び渋滞回
避の観点から、新御堂筋側からの
自家用車の入店・出店位置につい
て、敷地内南側及び西側（もしく
は東側）に現行計画の屋上駐車場
へのスロープへアクセスする誘導
路を設置することで、祝橋交差点
に近い現行計画から見直し、荷物
運搬車両の出入口箇所付近とする
こと。また、計画地西側空地（未
計画地）へのアクセス確保の観点
からも敷地内南側に自動車導線を
確保すること 

・出入口（スロープ）の配置の検討
にあたっては、①来店・退店車両
の出入口を別に設け、さらに事業
計画地の北側及び東側の 2 箇所に
出入口を配置することにより、利
用客が各方面別に来店及び退店す
ることで、交差点に車が集中しな
いように配慮すること、②計画建
物 を 南 側 に 配 置 す る こ と に よ っ
て、近隣（特に北側）への日影の
影響に配慮することから、現計画
に至っております。また、計画地
西側空地（未計画地）へのアクセ
ス確保については、別事業であり
計画も未定のことから本事業の事
業 者 が 計 画 す る こ と は で き ま せ
ん。 
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意見書の概要及びこれに対する事業者の見解（2） 

項目 意見の概要 事業者の見解 

交通混雑・ 
交通安全 
（続き） 

・新御堂筋からに自家用車のアクセ
スを限定することが望まれるが、
それが困難な場合について、祝橋
から西側に伸びる現地北側の道路
の幅員が狭いこと及び子供の利用
の多い施設があることから、新御
堂筋側へ出店する車のルートを廃
止し、その敷地を提供のうえ、現
地北側道路の北側の歩道の拡幅、
南側に歩道の新設、及び車道の拡
幅による中央分離線の設置を行う
こと 

・「公共交通機関や自転車･徒歩によ
る来店を促進される」ことを踏ま
えて、祝橋交差点の安全確保及び
渋滞低減のため、祝橋交差点の南
北（新御堂筋を横断する方向）の
歩道の拡幅及び北側歩道を東側か
ら西側に横断する際の青信号の時
間の延長を含む制御の適正化を関
係各所と協議のうえ実施すること 

・計画地北側の市道については、計
画地をセットバックして道路を拡
幅する計画としております（道路
の仕様については、今後の協議に
より決定いたします。）。中央分離
線の設置については計画しており
ません。 

・祝橋の南北の歩道の拡幅について
は、橋上であり拡幅の余地はない
ものと考えます。信号現示につい
ては、現状の現示にて交差点需要
率の計算を行ったところ、祝橋東
交差点及び祝橋西交差点は、それ
ぞ れ 来 店 車 両 の ピ ー ク 時 間 帯 で
0.351 及び 0.367 であり（出入
口 2 箇 所 （ 北 側 及 び 東 側 ） の 場
合）、0.9（交通流を円滑に処理で
き る と さ れ る 交 差 点 需 要 率 の 目
安）を十分に下回っていることか
ら、交通処理上問題ないものと考
えています。 

 交通対策として、北側、東側、荷
物運搬車両用の 3 つの出口が提案さ
れています。しかし、東側の出口が
安全上問題あるのではないかと危惧
します。 

現在の計画では、南側道路からや
ってくる車が左折して入庫すること 

になります。その際、交差点の前
で減速することになるので、ニトリ
に寄らない車は右側車線を走ること
になります。しかし、ニトリを目的
としない交差点で左に曲がりたい車
（バッティングセンターなどに行く
車）は、ニトリの入庫に並んでいた
場合、ニトリを越えてからのわずか
な道の間に左車線に寄せて、さらに
左折をすることになり、歩行者の確
認がしづらくなり危険です。 

また 423 号線は車通りが多く、速
度も速い車が多いです。荷物運搬車
両の出入りも見通しが悪くなり、危
険なのではないでしょうか？荷物運
搬車は祝橋を右折する車も多く、右
側車両に移って右折していくと思い
ます。おそらくキッチンエールが北
側道路を使っていたのは安全のため
なのではないかと思います。 

結論としては、全ての車両を北側
に集めてしまったほうが安全性は高
まるのではないかと思います。 

来店車両出入口を北側のみにする
と、南側からの来店車両は全て祝橋
西交差点を左折して来店することと
なります。そうすると当該交差点の
北行が赤の場合、信号待ち車列が延
びることとなり、渋滞・滞留が発生
する要因となります。来店車両の出
入口について、3 ケース（出入口 2
箇所（北側及び東側）、出入口 1 箇所
（北側のみ）、出入口 1 箇所（東側の
み））の交通流シミュレーションを行
いましたが、出入口 2 箇所のケース
がより周辺交通への負荷が小さくな
ることを確認しています。 

なお、ご懸念されているような入
庫待ち車列が計画地外に極力発生し
ないよう、計画地内には十分な滞留
ス ペ ー ス を 設 け る 計 画 と し て い ま
す。 

また、荷物運搬車両及び廃棄物収
集車両については、安全上の観点か
ら来店・退店車両と出入口は分離す
べきであることから、東側出入口か
らの出入に限定していますが、日あ
たりの台数はそれぞれ約 10 台及び約
2 台と少ない計画としています。ま
た、出入り時間帯は通学時間帯及び
周辺道路が混雑する時間帯を避け、
さらに必要に応じて出入口に交通誘
導員を配置することから、南方面へ
帰る車両については、祝橋西交差点
及び東交差点を右折させる計画とし
ています。 
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意見書の概要及びこれに対する事業者の見解（3） 

項目 意見の概要 事業者の見解 

交通混雑・ 
交通安全 
（続き） 

バスや電車を推奨するとのことで
すが、現実的に利便性が高い最寄り
と呼ベるバス停はなく、緑地公園駅
のみが最寄りになります。御堂筋線
沿線以外に住む客は車を利用すると
思 い ま す 。 難 し い か も し れ ま せ ん
が、巡回バスなどを用意するなど検
討できるととても良いと思います。 

巡回バスはご用意できませんが、
家具配送無料などのイベントを実施
し、公共交通機関や自転車・徒歩に
よる来店を促進して、極力、自家用
車による来店を低減できるよう努め
てまいります。 

 ●新御堂筋側道の渋滞について 
祝橋交差点の信号から江坂方面に

向かっての渋滞を大変懸念していま
す。 

現在でも、平日の朝・夕、休日に
は祝橋からの車の列が伸び、地図上
の黄色の線まで伸びることがありま
す。 

約 230 台の駐車場があるとのこと
で、この列がさらに伸びることが予
想され、近隣住民の生活に大きく悪
影響をもたらします。 

これまで祝橋周辺の側道内側の道
路 は 、 住 民 の 車 の み の 通 行 で し た
が 、 交 通 量 が 大 幅 に 増 え る こ と か
ら、学童・市民の安全面でも危険が
増大してしまいます。 

今回の計画は、近隣住民に対し、
生活の不便と不利益、環境悪化しか
もたらさず、かつ、身の安全を脅か
すものです。計画案の対策も具体案
がなく不十分・不完全です。交通混
雑の現状を把握し、納得できる回答
を求めます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

駐車場出入口付近など、事業の実
施による交通への影響が想定される
範囲について交通流シミュレーショ
ンを行い、滞留長、渋滞長の変化を
把握しました。その結果、来店車両
の付加により滞留長や渋滞長の若干
の発生や延伸がみられました※が、シ
ミュレーション範囲内における車両
の平均走行速度の大きな低下はみら
れず、現況からの著しい交通混雑は
みられませんでした。したがいまし
て、交通処理上問題ないものと考え
ています。 
 
※【滞留長・渋滞長】 

（出入口 2 箇所（北側及び東側）
の場合） 

・祝橋西交差点：南方向にはほと
んど変化はみられません。西方
向は、滞留長が若干延伸（最大
32m→最大 45m）します。 

・祝橋東交差点：東方向にはほと
んど変化はみられません。北方
向は、滞留長が若干延伸（最大
181m→最大 197m）します。 

【平均走行速度】 
・国道 423 号： 

南進 20.2km/h→19.1km/h 
北進 17.1km/h→16.7km/h 

・市道： 
東進 7.3km/h→7.1km/h 
西進 9.9km/h→8.8km/h 
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意見書の概要及びこれに対する事業者の見解（4） 

項目 意見の概要 事業者の見解 

交通混雑・ 
交通安全 
（続き） 

開発行為に関しては異議はありま
せんが、ニトリ側の事業説明会での
方針説明に疑問を感じます。ニトリ
側は来店者には“電車や徒歩を呼び
掛ける”と説明しましたが、そもそ
も駐車場台数が 350 台確保するとい
う説明の時点で、最大 350 台は敷地
内に招き入れるということではない
でしょうか。 

その計画であれば、350 台＋αの
車両がお店に来た場合の交通シミュ
レーションが必要ではないでしょう
か。ニトリ側の回答には、まったく
そ の 計 画 性 が 感 じ 取 れ ま せ ん で し
た。私たち住民は今の生活環境の現
状維持を望んでいるだけです。 

イメージする最悪パターンは、伊
丹のダイアモンドシティーです。入
場のイメージは、R171 沿いのショ
ッピングモールで、入場用のレーン
を設けました。 
●開発行為期間の環境、特に、小中

学校の登校時間への配慮。バッテ
ィングセンター駐車場の駐車時の
障害、騒音振動、粉じん、路駐、
従事者の行為。 

・小中学校の登校時間への配慮とし
て、工事車両の通行時間は原則通
学時間帯を避けて設定するととも
に、出入口に交通誘導員を配置い
たします。また、供用後について
も、必要に応じて出入口に交通誘
導員を配置いたします。 

・大気汚染、騒音・振動について、
工事中及び供用後の環境影響評価
を行いましたが、それぞれ評価目
標を満足し、事業の実施による著
しい影響はないという結果になり
ました。なお、本事業実施後に本
事業に起因する問題が発生した場
合には、状況を確認の上、対応を
検討いたします。 

・工事中の騒音振動については、低
騒音の重機を使用するなど対応い
たします。また、計画地には騒音
計を設置し騒音値を確認しながら
工事を進めます。 

・粉塵が出る作業は散水を行いなが
ら作業いたします。 

・工事車両及び作業員の車両は路上
駐車などしないよう指導を徹底し
ます。 

・供用後についても必要に応じて出
入口に交通誘導員を配置し、来客
車両が路上駐車などしないよう、
促します。 

・バッティングセンター駐車場の駐
車時の障害については、市道の計
画地側を 1m 拡幅します。 
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意見書の概要及びこれに対する事業者の見解（5） 

項目 意見の概要 事業者の見解 

交通混雑・ 
交通安全 
（続き） 

●開店後の入退場による交通渋滞や
来店者の交通法規の遵守。 

①来店車両台数が、350 台＋αの祝
橋西交差点付近の交通シミュレー
ションを公表し、その対策を提示
してください。 

②祝橋西交差点の渋滞により側道沿
いの住宅や江坂住宅付近や 5 丁目
の住民の車の入退場ができなくな
る時間帯ができるのではないかが
不安です。 

③②に同じく側道上下線の渋滞が考
えられます。 

④駐車台数 350 台ということは遠方
からの来客を想定していると思い
ます。大阪方面へ帰るには祝橋西
を右折するより春日南交差点を U
ターンし新御堂にのるのが早いで
すが、春日南交差点は右折可の交
差点は北側のみで南側は直進のみ
です。遠方からの来客者は、これ
がわからないと思いますので南側
で右折しようとすると交差点で大
渋滞もしくはお釜事故が多発する
恐れがあります。ニトリ側は来客
者に説明する義務があります。 

⑤④に関して、側道北行きは緑地公
園に路駐が多く、今以上の渋滞が
予想されます。 

①駐車場台数は、大規模小売店舗立
地法で規定する必要台数を確保す
る 230 台を計画していますが、来
店車両台数は、休日ピーク時で最
大 146 台/時 を想定しており、そ
れに基づいて交通流シミュレーシ
ョンを行い、滞留長、渋滞長の変
化を把握しました。その結果、シ
ミュレーション範囲において、来
店車両の付加により滞留長や渋滞
長の若干の発生や延伸がみられま
したが、シミュレーション範囲内
における車両の平均走行速度の大
きな低下はみられず、現況からの
著しい交通混雑はみられませんで
した。 

②③⑤交通流シミュレーションの結
果、交通処理上問題ないもの
と考えています。なお、シミ
ュレーションの実施にあたっ
ては、祝橋西交差点の北側に
おいて、路上の駐車車両を避
けて右側車線へ車線変更する
車両を考慮するなど、現状の
交通挙動を可能な限り再現す
るよう努めました。 

④来店範囲は、既存店舗の立地状況
や実績を鑑み、事業計画地から半
径 3km を想定しています。来店者
への経路の周知は店内出入口付近
への掲示、チラシや店舗ホームペ
ージなどで案内いたします。 

その他 本計画は、土地所有者（阪急阪神
不動産と思われる）も含め、西側空
地（未計画地）の開発計画とあわせ
て総合的に議論すべきものであり、
本計画も含めた全体開発計画に関す
る説明会を開催すること。 

 

事業計画地の西側の土地につきま
しては、現時点でどのような計画が
あるのか把握しておりません。 

 
９ 審査書の内容及びこれに対する事業者の見解 

吹田市環境まちづくり影響評価条例第 10 条第 1 項の規定に基づく、「（仮称）ニトリ

江坂店新築工事に係る環境影響評価提案書に対する審査書」（以下、「提案書審査書」と

いいます。）の内容及びこれに対する事業者の見解は、次に示すとおりです。 
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提案書審査書の内容及びこれに対する事業者の見解（1） 

項目 審査書の内容 事業者の見解 

温室効果ガス、 
エネルギー 

類似の商業施設における、温室効
果ガス削減や省エネルギー・創エネ
ルギーに寄与する先進的な環境取組
について調査すること。 

類似の商業施設における、温室効
果ガス削減や省エネルギー・創エネ
ルギーに寄与する先進的な環境取組
について調査しました。 

 調査した先進的な環境取組内容を
実施した場合としなかった場合の予
測を、可能な限り定量的に行い、そ
の結果を比較することによって評価
を行うこと。 

本事業で計画している環境取組内
容（太陽光発電、高効率の機器の採
用、建物内照明への LED 照明の採
用）を実施した場合としなかった場
合の予測を、可能な限り定量的に行
い、その結果を比較することによっ
て評価を行いました。 

 CASBEE A 及び ZEB-Oriented
の認証取得にとどまらず、先進事例
や貴社の過去の建設実績を参考に、
太陽光発電を増加する等、より環境
性能を高めてエネルギー消費量と温
室効果ガス排出量の削減、再生可能
エ ネ ル ギ ー （ 再 エ ネ ） の 創 出 に 努
め、ZEB-Ready の水準を目指すこ
と。 

本事業は、大阪府建築物の環境配
慮制度において、商業施設ではトッ
プクラスといえる CASBEE A ラン
ク、また、ニトリグループ店舗では
初となる ZEB Ready 認証取得を目
指した設計とします。そのため、高
効率及び省エネルギー型機器を採用
するとともに、PH 階屋根のスペー
スがある部分に可能な限りソーラー
パネルを設置（約 15kW）するこ
とや、照明の LED 化、空調容量を
抑制した売場の設計、建物外壁に熱
負 荷 が 大 き く な る 開 口 部 を 設 け な
い、など可能な限り環境負荷の低減
を図るものとします。 

 調達する電力については、再エネ
比率の高い電力を検討すること。 

電力の調達にあたっては、極力、
再エネ比率の高い電力会社から調達
できるよう検討します。 

 利用者及び周辺地域の EV 車利用
の推進に資するよう、EV 充電設備
の導入及び将来的な増設を可能とす
る設計とすること。 

EV 充電設備を導入予定です。 

廃棄物等 商業施設における、廃棄物削減に
寄与する先進的な環境取組について
調査すること。 

本事業と同種の施設における、廃
棄物削減に寄与する先進的な環境取
組について調査しました。 

 調査した先進的な環境取組内容を
実施した場合としなかった場合との
予測を、可能な限り定量的に行い、
その結果を比較することによって評
価を行うこと。 

本事業で計画している環境取組内
容（分別を徹底し、可能な限り廃棄
物 の 削 減 ・ リ サ イ ク ル に 努 め る な
ど ） を 実 施 し た 場 合 の 再 資 源 化 量
（ 率 ） を 算 出 し 、 評 価 を 行 い ま し
た。 

 工事に伴って発生する切土はでき
るだけ削減するとともに、周辺での
利用計画も検討すること。 

事業計画地は、隣接する道路に高
低差があるため、計画地盤レベルを
大きく変更することができず建設残
土量の削減は難しい状況ですが、切
土・盛土の調整を行い、可能な限り
事業計画地内で埋戻し土として利用
するように努めます。 

 調査、予測及び評価に基づき、供
用後の商業施設における、廃棄物等
の抑制や再資源化について可能な限
り 先 進 的 な 環 境 取 組 を 実 施 す る こ
と。 

供用後について、廃棄物等の抑制
や再資源化について可能な限り先進
的な環境取組を実施します。 
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提案書審査書の内容及びこれに対する事業者の見解（2） 

項目 審査書の内容 事業者の見解 

緑化 今回の計画に類似した緑化計画を
持つ施設について、緑被の設置状況
や維持管理方法について調査するこ
と。 

今回の計画に類似した緑化計画を
持つ施設について、緑被の設置状況
や維持管理方法について調査しまし
た。 

 緑化の計画は、緑化率の数値だけ
でなく、周辺からの緑視率や景観形
成に十分配慮した計画とすること。
建物全体のファサードとなる東側の
緑化は、重点的に行うこと。 

緑化の計画は、緑化率の数値だけ
でなく、周辺からの緑視率や景観形
成に十分配慮した計画とします。建
物全体のファサードとなる東側の壁
面 に つ い て は 、 パ レ ッ ト 式 の 緑 化
（既製の緑化パレットを配置して壁
面を覆う）を行い、竣工当初からよ
り多くの緑量を確保します。 

 調査に基づき、供用後は緑化を十
分に維持できるよう管理方法を検討
すること。鉄道や幹線道路からの景
観 に 大 き く 影 響 す る 東 側 に つ い て
は、特に留意すること。 

壁面緑化、屋上緑化を継続的に維
持するため、以下の管理等を実施し
ます。 
・植栽予定樹種は、気候の不順、病

害虫に対する抵抗力が強く、維持
管理が容易な種を選定します。 

・壁面緑化は、生長が早く、樹高が
10m 以上となるつる植物を選定
し、誘引用ワイヤ等の補助具を設
置することで早期に壁面の緑化を
図ります。 

・壁面緑化の植栽基盤を十分に確保
するため、壁面緑化は基本的に露
地植えとします。 

・植栽種は基本的に降雨のみで生育
可能な種を選択しますが、万全を
期すため、全ての壁面緑化に自動
灌水設備を設置します。 

・定期的に点検を行い、施肥や病害
虫の防除、除草を行うほか、更新
樹齢への到達、病害虫などによる
機能低下等が認められた場合に伐
採、抜根、補植、土壌交換などの
対策を行います。 
 
また、建物全体のファサードとな

る東側の壁面については、パレット
式の緑化を行います。 

景観 周辺居住地や鉄道から見える景観
の変化についても、予測及び評価を
行うこと。 

代表的な眺望点に加え、直近の共
同住宅の居住位置や北大阪急行の車
窓 か ら 見 え る 景 観 の 変 化 に つ い て
も、予測及び評価を行いました。 

 建物の色彩や屋外広告物の設置は
景観に大きく影響するので、予測及
び評価の際にはその詳細を示し、十
分に検討して評価を行うこと。 

予測及び評価は、建物の色彩や屋
外広告物の詳細を再現したフォトモ
ンタージュを作成することにより行
いました。 
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提案書審査書の内容及びこれに対する事業者の見解（3） 

項目 審査書の内容 事業者の見解 

景観（続き） 屋外広告物の設置は、景観に対す
る負の影響の大きさを十分に勘案し
たうえで、景観配慮の好事例となる
よう、先進事例や市の屋外広告物ガ
イドラインなどを参考に検討するこ
と。 

屋外広告物の設置は、景観に対す
る負の影響の大きさを十分に勘案し
たうえで、景観配慮の好事例となる
よう、担当部局と協議・検討を行い
ま し た 。 屋 上 広 告 塔 看 板 に つ い て
は、景観に対する負の影響の大きさ
を十分に勘案し、「吹田市屋外広告
物条例」（令和元年吹田市条例第 51
号）に定める建築物の屋上を利用す
るものに係る基準（縦の長さが建築
物高さの 2/3 以内、かつ横の長さ
は建築物の幅の範囲内）より小さい
サ イ ズ （ 13.5m × 9.905m ×
6.7m）としていましたが、さらに
配 慮 し た 大 き さ （ 11.0m × 9.9m
×6.7m）に変更しました。また、
地 上 設 置 型 広 告 物 に つ い て も 、 中
段 ・ 下 段 に つ い て は 、 景 観 に 配 慮
し、地色を白に変更しました。 

 建物全体のファサードとなる東側
の景観については、緑化や交通安全
等と併せ、特に配慮すること。 

建物全体のファサードとなる東側
の壁面については、パレット式の緑
化（既製の緑化パレットを配置して
壁面を覆う）を行うことで竣工当初
からより多くの緑量を確保し、景観
に配慮します。 

防災、安全 商業施設における、先進的な防災
対策の実施状況の事例について調査
すること。 

商業施設における、先進的な防災
対策の実施状況の事例について調査
を行いました。 

 設計の早期の段階から、防災備蓄
物資や帰宅困難者の受入れ等の防災
に関する取り組みを検討すること。 

本事業では、災害時の停電、断水
時に、その復旧までの期間、自給自
足を可能とする施設（太陽光発電シ
ステム、防災備蓄倉庫、ソーラー式
LED 灯など）の設置等を行う計画
としています。 

 現況調査を踏まえた先進的な対策
事例や、予測及び評価に基づき、災
害時に本事業が地域の防災力向上に
つながるような環境取組を検討する
こと。 

現 況 調 査 を 踏 ま え 、 災 害 時 の 停
電 、 断 水 時 に 、 そ の 復 旧 ま で の 期
間、自給自足を可能とする施設の設
置等を行います。 

交通混雑、 
交通安全 

各出入口の車両の出入は、幹線道
路の車両の通行に影響する可能性が
大きいため、現状の交通状況を考慮
し、出入口に近い交差点の需要率だ
けでなく、滞留長、渋滞長も併せて
適切に評価すること。 

施設関連車両の主要走行ルートの
主要交差点における交差点需要率に
加え、駐車場出入口付近など、交差
点需要率では交通混雑の状況が把握
しきれない範囲については交通流シ
ミュレーションを行い、滞留長、渋
滞長の変化を把握しました。 

 現 況 調 査 と 予 測 及 び 評 価 を 踏 ま
え、工事中、供用後ともに交通事故
や滞留を避けるよう、各出入口にそ
れぞれ適切な対策を行うこと。 

工事中は、出入口に交通誘導員を
配 置 し て 安 全 対 策 を 行 い ま す 。 ま
た、供用時においても、必要に応じ
て場内及び出入口に誘導員を配置し
ます。 
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提案書審査書の内容及びこれに対する事業者の見解（4） 

項目 審査書の内容 事業者の見解 

交通混雑、 
交通安全 
（続き） 

立 体 駐 車 場 下 の 駐 輪 場 に つ い て
は、東側出入口の車両の出入りと動
線が交差するなど交通処理に課題が
あるので、設計変更を含めた安全対
策を行うこと。 

立体駐車場下の駐輪場から店舗入
口までの歩行者と東側出入口の車両
について、動線が交差しないように
設計変更しました。また、注意喚起
のため照明計画についても検討しま
す。 

 
１０ 当該事業における環境取組内容 

本事業では、工事中及び施設の存在・供用時において、省エネルギーやヒートアイ

ランド対策、環境配慮型機器の採用、廃棄物の減量化など、様々な取組を行っていく

計画です。 

現時点で予定している環境取組内容は、以下に示すとおりです。 

 
（１）工事中 

ア 温室効果ガスの削減 

低燃費型建設機械や低燃費型車両の使用、適切な施工管理の実施により、工事中

の二酸化炭素排出量を極力低減します。 
 

イ 廃棄物等の減量・リサイクル 

関係法令に基づき、廃棄物の発生抑制・減量化・リサイクルについて適正な措置

を講じるとともに、資材の梱包を最小限にして廃棄物を減量します。また、再利用

や再資源化に配慮した建設資材を選定します。建設発生土については、現地での埋

め戻しに使用するなど、残土の発生抑制を図ります。 
 

ウ 排気ガス・騒音等の抑制 

低公害型建設機械や低公害型車両の使用、適切な施工管理の実施、粉じんの飛散

防止対策の実施により、工事中の排気ガス、粉じん、騒音・振動による影響を極力

低減します。 
 

エ 工事中の排水等の対策 

濁水流出防止対策や有害物質等の管理を徹底し、工法選定の際には、土壌、地下

水を汚染しない工法であることを確認の上、決定します。 
 

オ 文化財の保護 

事業計画地は周知の埋蔵文化財包蔵地ではありませんが、事業計画地において、

工事期間中に遺物が確認された場合には、吹田市教育委員会等と協議を行い、文化

財保護法に基づき手続・対応を行い、文化財の保護に努めます。 

 
（２）施設の存在 

ア ヒートアイランド現象の抑制 

屋上緑化及び壁面緑化、建築物のエネルギー負荷の抑制、地表面の高温化抑制、

太陽光発電の採用、高効率・省エネルギー型機器の採用等により、ヒートアイラン

ド現象をできるだけ抑制します。 
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イ 景観への配慮 

地域に調和したものとなるよう配慮し、事業計画地周縁部の緑地や壁面緑化など

により緑に包まれた施設とします。また、景観形成基準を遵守し、屋外広告物への

配慮を行うことなどにより、よりよい景観を創出できるようにします。 

 
（３）供用時 

ア 地球温暖化対策 

断熱性能の向上、屋上緑化及び壁面緑化、太陽光発電、高効率・省エネルギー型

機器の採用等を行います。また、大阪府建築物の環境配慮制度において、商業施設

としてはトップクラスといえる CASBEE A ランク、また、ニトリグループ店舗

では初となる ZEB Ready 認証取得を目指した設計とします。 
 

イ 廃棄物の減量・リサイクル 

分別を徹底し、可能な限り廃棄物の削減・リサイクルに努めます。また、店舗に

てカーテン、羽毛布団を回収し、リサイクル等を行います。 
 

ウ 施設からの騒音等の抑制 

空調設備等について、低騒音・低振動型の設備をできる限り採用するとともに、

配置に配慮し、施設からの騒音等による影響を抑制します。 
 

エ 施設からの排水対策 

汚水・雑排水と雨水は、建屋外合流方式とし、公共下水道に放流する計画です。 
 

オ 交通対策 

供用時の交通混雑による周辺環境への影響を低減するため、家具配送無料などの

イベントを実施し、バスや電車などの公共交通機関や自転車・徒歩による来店を促

進し、極力、自家用車による来店を低減します。 

また、営業時間が朝の通学時間帯とは重ならないよう配慮するとともに、店舗内

において、来客者に周辺に通学路があることを看板等で告知します。周辺の住宅地

の生活道路に進入しないよう、看板等で注意喚起します。来店・退店車両と荷物運

搬車両及び廃棄物収集車両の出入口を別に設け、さらに事業計画地の北側及び東側

の 2 箇所に来店・退店車両の出入口を配置することにより、利用客が各方面別に

来店及び退店することができるようにすることで、交差点に車が集中しないように

計画します。また、事業計画地北側の市道について、事業計画地をセットバックし

て道路を拡幅する計画としています（道路の仕様については、今後の道路管理者、

交通管理者等との協議により決定します。）。 

なお、本事業と同時期に、事業計画地南側に隣接するゴルフ練習場跡地において、

「（仮称）ライフ緑地公園店 新築工事」（以下、「周辺事業」といいます。）が計画

されています。周辺事業における入庫・出庫ピーク時などにおいては、館内放送な

どによる周辺道路の混雑状況の周知を行うなど、混雑時の集中的な出庫を避けるた

めの方策を実施します。また、周辺事業者に、適宜、交通混雑低減及び交通安全確

保のための連携を求めていきます。 
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表 4（1） 環境取組内容（工事中その 1） 

取組事項 実施の有無 取組内容 

◆大気汚染や騒音などの公害を防止します。 

建設機械 

1 低公害型建設機械の使用 実施する 
排出ガス対策型、低騒音型や低振
動型の建設機械を使用します。 

2 低燃費型建設機械の使用 
一部実施

する 

現状では普及台数が少ないため、
一部での使用となりますが、低燃
費 型 の 建 設 機 械 の 使 用 に 努 め ま
す。 

3 アイドリングの禁止 実施する 
排 出 ガ ス 、 騒 音 の 低 減 を 図 る た
め、アイドリングをしません。 

4 環境に配慮した運転 実施する 
空ぶかしを抑制するなど、環境に
配慮した運転を行います。 

5 稼動台数の抑制 実施する 
工事規模に応じた効率的な工事計
画 を 立 て 、 稼 働 台 数 を 抑 制 し ま
す。 

6 工事の平準化 実施する 
一 時 的 に 集 中 し て 稼 働 し な い よ
う、工事の平準化を図ります。 

7 機械類の整備点検 実施する 
機械類は適切に整備点検を行いま
す。 

工事関連車両 

8 低公害、低燃費車の使用 実施する 
燃費や排出ガス性能のよい車両を
使用します。 

9 
大阪府条例に基づく流入車規制の
遵守 

実施する 

全ての車両に対し、「大阪府条例
に基づく流入車規制」（令和 4 年 4
月 1 日廃止）に準じた運用を実施
します。 

10 工事関連車両の表示 実施する 
工事関連車両であることを車両に
表示します。 

11 
周辺状況に配慮した走行ルートや
時間帯の設定 

実施する 

工事関連車両の走行ルートや時間
帯は、周辺道路の状況、住居の立
地状況などに配慮して、一般交通
の集中時間帯や通学時間帯を避け
て設定します。 

12 
建設資材の搬出入における車両台
数の抑制 

実施する 
建設資材の搬出入計画において、
適切な車種を選定することで車両
台数を抑制します。 

13 通勤等で利用する車両台数の抑制 実施する 

作業従事者の通勤、現場監理など
には、徒歩、二輪車、公共交通機
関の利用、相乗りなどを奨励し、
工 事 関 連 の 車 両 台 数 を 抑 制 し ま
す。 

14 土砂の積み降ろし時の配慮 実施する 
ダンプトラックによる土砂の積み
降ろしの際には、騒音、振動や土
砂の飛散防止に配慮します。 

15 タイヤ洗浄 実施する 
周辺への土砂粉じん飛散を防止す
るため、現地でタイヤ洗浄を行い
ます。 

16 ドラム洗浄時の配慮 実施する 
コンクリートミキサー車のドラム
洗浄を行う際には、騒音や水質汚
濁に配慮します。 

17 場外待機の禁止 実施する 
工事関連車両を場外に待機させま
せん。 

18 クラクションの使用抑制 実施する 
クラクションの使用は必要最小限
にします。 
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表 4（2） 環境取組内容（工事中その 2） 

取組事項 実施の有無 取組内容 

 

19 アイドリングの禁止 実施する 
自 動 車 排 出 ガ ス の 低 減 を 図 る た
め、アイドリングをしません。 

20 環境に配慮した運転 実施する 
空ぶかしを抑制するなど、環境に
配慮した運転を行います。 

工事方法 

<騒音・振動等> 

21 防音シートなどの設置 実施する 

建設作業時は、仮囲いと養生シー
トを設置します。なお、必要に応
じて防音シートや防音パネルの設
置等、さらなる防音対策を行いま
す。 

22 丁寧な作業 実施する 
建設資材の落下を防止するなど、
丁寧な作業を行います。 

23 騒音や振動の少ない工法の採用 実施する 
杭の施工などの際には、騒音や振
動の少ない工法を採用します。 

24 近隣への作業時間帯の配慮 実施する 
騒音や振動を伴う作業は、近隣に
配慮した時間帯に行います。 

<粉じん・アスベスト> 

25 粉じん飛散防止対策 実施する 

周辺への粉じん飛散を防止するた
め、掘削作業、土砂等の堆積場の
設置等を行う場合は、散水等の粉
じん飛散防止対策を行います。 

26 アスベストの調査など 該当なし 
建 築 物 な ど の 解 体 は 行 わ な い た
め、該当しません。 

27 アスベスト飛散防止対策 該当なし 
建 築 物 な ど の 解 体 は 行 わ な い た
め、該当しません。 

<水質汚濁・土壌汚染・地盤沈下> 

28 濁水や土砂の流出防止 実施する 
道路などへの濁水や土砂の流出を
防止します。 

29 塗料などの適正管理及び処分 実施する 
塗料などの揮発を防止し、使用済
みの塗料缶や塗装器具の洗浄液は
適正に処分します。 

30 土壌汚染対策 実施する 

土地の形質変更届に必要となる土
壌汚染状況調査を実施し、汚染が
判明した場合には適切な措置方法
について協議します。 

31 地盤改良時の配慮 実施する 

セメント及びセメント系改良剤を
使用する地盤改良の際は、六価ク
ロム溶出試験を実施し、土壌や地
下 水 を 汚 染 し な い よ う 施 工 し ま
す。 

32 
周辺地盤、家屋などに配慮した工
法の採用 

実施する 
周辺地盤、家屋などに影響を及ぼ
さない工法を採用します。 

<悪臭・廃棄物> 

33 アスファルト溶解時の臭気対策 実施する 
アスファルトを溶融させる際は、
場所の配慮、溶解温度管理など臭
気対策を行います。 

34 現地焼却の禁止 実施する 
現地では廃棄物などの焼却は行い
ません。 

35 解体時の環境汚染対策 該当なし 
建 築 物 な ど の 解 体 は 行 わ な い た
め、該当しません。 
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表 4（3） 環境取組内容（工事中その 3） 

取組事項 実施の有無 取組内容 

 

36 仮設トイレ設置時の臭気対策 実施する 

仮設トイレを設置する場合は、水
洗または簡易水洗とし、適切な清
掃を行い、設置場所の配慮などに
より臭気対策を行います。 

37 産業廃棄物の適正処理 実施する 
建設工事から生じる産業廃棄物
は、適正に処理を行います。 

 
◆地域の安全安心に貢献します。 

38 地域との連携における事故の防止 実施する 

近隣自治会などから地域の交通情
報の聴き取りを行い、十分な人数
の警備員を配置し事故防止に努め
ます。 

39 児童などへの交通安全の配慮 実施する 
児童や生徒が安全に登下校できる
よう、工事現場周辺の交通安全に
配慮します。 

40 夜間や休日の防犯対策 実施する 

夜間や休日に工事関係者以外の者
が工事現場に立ち入らないよう出
入口を施錠するなどの対策を講じ
ます。 

41 児童などへの見守り、声かけ 実施する 
登下校中や放課後の児童や生徒の
見 守 り 、 声 か け な ど に 取 組 み ま
す。 

42 地域の防犯活動への参加 実施する 
近隣自治会などと連携し、地域の
防犯活動に参加します。 

 
◆環境に配慮した製品及び工法を採用します。 
省エネルギー 

43 エネルギー消費の抑制 実施する 

エネルギー効率のよい機器の利用
などにより、工事中に使用する燃
料、電気、水道水などの消費を抑
制します。 

省資源 

44 残土発生の抑制 実施する 

建築基礎レベルを調整するととも
に、掘削土については場内での埋
戻し土としてできる限り利用し、
残土の発生を抑制します。 

45 廃棄物の減量 実施する 
資材の梱包などを最小限にして廃
棄物を減量します。 

 
◆快適な環境づくりに貢献します。 

景観 

46 仮囲い設置時の配慮 実施する 
仮囲いの設置にあたっては、機能
性を確保した上で、景観面にも配
慮します。 

47 仮設トイレ設置時の配慮 実施する 
仮設トイレは、近隣住民や通行者
に不快感を与えないよう、設置場
所などを工夫します。 

周辺の環境美化 

48 周辺道路の清掃 実施する 
工事現場内外を問わず、ポイ捨て
を防止し、周辺道路の清掃を行い
ます。 

49 場内整理 実施する 
建設資材、廃棄物などの場内整理
を行います。 
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表 4（4） 環境取組内容（工事中その 4） 

取組事項 実施の有無 取組内容 

ヒートアイランド現象の緩和 

50 打ち水 実施する 

夏期において、水道水以外の用水
が確保できる場合は当該用水を、
確保できない場合は水道水を用い
て、周辺道路などに打ち水を行い
ます。 

◆地域との調和を図ります。 
工事説明・苦情対応 

51 工事内容の事前説明及び周知 実施する 

近 隣 住 民 に 工 事 実 施 前 に 工 事 概
要、作業工程などを十分説明し、
また工事実施中も適宜、現況と今
後の予定をお知らせします。 

52 苦情対応 実施する 

工事に関しての苦情については、
連絡先などを掲示するとともに、
苦情が発生した際には真摯に対応
します。 

周辺の教育・医療・福祉施設への配慮 

53 
工事内容の事前説明及び工事計画
の配慮 

実施する 

吹田市立江坂大池小学校や豊中市
立寺内小学校、榎坂病院などに対
して、工事実施前に工事概要、作
業工程などを十分説明するととも
に、施設での行事や利用状況に配
慮した工事計画にします。 

54 騒音、振動などの配慮 実施する 

工 事 中 の 騒 音 、 振 動 な ど に つ い
て、吹田市立江坂大池小学校や豊
中市立寺内小学校、榎坂病院など
に十分配慮します。 

周辺の事業者との調整 

55 複合的な環境影響の抑制 実施する 

工事が重複することによる複合的
な騒音、振動、粉じん、工事車両
の通行及びその他の環境影響を最
小限に抑制するため、事業計画地
南側に隣接するゴルフ練習場跡地
で計画されている「（仮称）ライ
フ緑地公園店 新築工事」、その他
周辺地域における大規模な工事の
状況を把握し、該当する事業者、
工事施工者などと連絡を取り、可
能な限り工事計画などを調整する
ように努めます。 

 



- 34 - 

表 4（5） 環境取組内容（施設・整備等その 1） 

取組事項 実施の有無 取組内容 

◆地球温暖化対策を行います。 

56 
大阪府建築物の環境配慮制度及び
大阪府建築物環境性能表示制度の
活用 

実施する 

大阪府建築物の環境配慮制度にお
いて、商業施設ではトップクラス
といえる CASBEE A ランクを目
指します。 

57 
ZEH （ ネ ッ ト ・ ゼ ロ ・ エ ネ ル ギ
ー ・ ハ ウ ス ）、 ZEB （ ネ ッ ト ・ ゼ
ロ・エネルギー・ビル）設計 

実施する 
ZEB Ready を 目 指 し た 設 計 と
し、消費するエネルギーを極力減
らすようにします。 

58 
高効率及び省エネルギー型機器な
どの採用 

実施する 

空調機器は高効率の機器（基準施
設に対し、約 60%の削減）を採
用します。また、照明は LED を採
用します。 

59 再生可能エネルギーの活用 実施する 
屋根の一部（約 15kW）にソーラ
ーパネルを設置し、太陽光発電を
行います。 

60 
エネルギー効率の高いシステムの
導入 

実施する 

空調機器は高効率の機器を採用し
ます。また、エスカレータは自動
運転装置を採用し、使用しない時
は運転を停止します。連続運転と
比較し約 40％削減見込。 

61 
エネルギーを管理するシステムの
導入 

実施する 
空調機器はデマンド制御を行い、
消費電力を抑制します。 

62 冷媒漏えい（使用時排出）の防止 実施する 

空調機器の配管は、最短ルートと
なるように設計し、極力継ぎ手部
分 が 少 な く な る よ う に 配 慮 し ま
す。 

63 建築物のエネルギー負荷の抑制 実施する 

建 物 の 開 口 部 を 極 力 減 ら し 、 ま
た、窓ガラスには Low-e 複層ガ
ラスを採用して、建物内への熱の
侵入を低減し、空調エネルギーの
消費を削減します。 

64 長寿命な建築物の施工 実施する 
基本構造の耐久性を高め、長寿命
の建築物を施工します。 

65 環境に配慮した製品の採用 実施する 

グリーン購入法適合品、エコマー
ク商品などの資源循環や環境保全
に配慮した製品を積極的に採用し
ます。 

66 宅配ボックスの設置 該当なし 
集合住宅でないため、該当しませ
ん。 

 
◆ヒートアイランド対策を行います。 

67 建物屋根面、壁面の高温化抑制 実施する 

屋 上 緑 化 （ 約 168m2 、 う ち 約
76m2 は吹田市開発事業の手続き
等に関する条例の緑化率に換算）
及び壁面緑化（約 719m2、うち
約 144m2 は吹田市開発事業の手
続き等に関する条例の緑化率に換
算）を実施します。 

68 地表面の高温化抑制 実施する 

歩 行 者 通 路 の 一 部 に 保 水 性 舗 装
（ 約 80m2 ） を 採 用 し ま す 。 ま
た、吹田市開発事業の手続き等に
関する条例に定める緑化率に換算
されない芝地（約 167m2）を整
備し、地表面の高温化を抑制しま
す。 
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表 4（6） 環境取組内容（施設・整備等その 2） 

取組事項 実施の有無 取組内容 

◆自然環境を保全し、みどりを確保します。 

69 動植物の生息や生育への配慮 実施する 

事 業 計 画 地 外 周 部 に 緑 地 を 配 置
し、周辺の緑地との繋がりを確保
するなど、動植物の生息・生育環
境に配慮します。 

70 地域のシンボルツリーの保全 該当なし 
事業計画地内には、地域のシンボ
ルとなるような大きな樹木は存在
しません。 

71 既存の植生の保全 該当なし 
事業計画地内には、既存の植生が
ない（植栽木等のみ）ため、該当
しません。 

72 地域に応じたみどりの創出 実施する 
事 業 計 画 地 外 周 部 に 緑 地 を 配 置
し、周辺と調和のとれた良好な景
観の形成に努めます。 

73 駐車場緑化 実施しない 

駐車マスの緑化は行いませんが、
屋 上 及 び ス ロ ー プ の 床 面 に つ い
て、スペースが取れる部分は可能
な限り緑化（パレット型緑化）を
行います。 

74 屋上緑化など 実施する 

屋 上 緑 化 （ 約 168m2 、 う ち 約
76m2 は吹田市開発事業の手続き
等に関する条例の緑化率に換算）
及び壁面緑化（約 719m2、うち
約 144m2 は吹田市開発事業の手
続き等に関する条例の緑化率に換
算）を実施します。 

75 法面緑化 該当なし 法面がないため、該当しません。 

76 植栽樹種の選定 実施する 
植栽樹種は、地域の環境に合わせ
た樹種を選定します。 

 
◆水循環を確保します。 

77 水資源の有効利用 実施する 
植栽への散水は、雨水を利用しま
す。 

78 雨水流出を抑制する施設の設置 実施する 
事業計画地の面積に応じた雨水貯
留 施 設 （ 約 280t ） を 設 置 し ま
す。 

79 雨水浸透への配慮 実施する 

吹田市開発事業の手続き等に関す
る条例に定める緑化率に換算され
ない芝地（約 167m2）を整備し
ます。 

 
◆地域の生活環境を保全します。 

大気・騒音・振動等 

80 
騒音や振動を発生させる設備設置
時の配慮 

実施する 

空調機などの騒音や振動を発生さ
せる設備の設置においては、低騒
音型機器の採用、設置場所に配慮
するなど、騒音や振動対策を行い
ます。 

81 住宅における防音サッシ等の設置 該当なし 
計画建物は商業施設であり、周辺
からの騒音に対する防音を要しな
いため、該当しません。 
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表 4（7） 環境取組内容（施設・整備等その 3） 

取組事項 実施の有無 取組内容 

 

82 駐車場の配置計画時の配慮 実施する 

周辺環境への自動車の排気ガスや
騒音軽減のため、3 階・屋上駐車
場のパラペット（上部目隠しフェ
ンス）高さを 1.80m 程度としま
す。 

83 近隣への悪臭及び騒音の配慮 実施する 

近隣への悪臭、騒音などを防止す
るため、換気扇や排気口の位置、
廃棄物置場の位置や構造などに配
慮します。 

84 
ボイラーなどの機器設置時の排出
ガス対策 

該当なし 
ボイラーなどの機器は設置しない
ため、該当しません。 

85 屋外照明や広告照明設置時の配慮 実施する 
屋外照明や広告照明については、
夜間消灯し近隣住民に対する光の
影響を抑制します。 

86 建築資材による光の影響の考慮 実施する 

建築資材（ガラス、太陽光パネル
など）による太陽の反射光につい
ては、設置の際に光の影響を考慮
します。 

87 環境に配慮した塗料の使用 実施する 
塗料は、水性塗料や揮発性有機化
合物（VOC）の含有率が低いもの
を使用します。 

88 
周辺の教育、福祉や医療施設への
配慮 

実施する 

騒音、振動などについて、吹田市
立江坂大池小学校や豊中市立寺内
小学校、榎坂病院などに十分に配
慮します。 

 
中高層建築物（高さ 10 メートルを超える建築物） 

89 日照障害対策 実施する 

日照障害については、日影図を作
成し、発生する範囲を事前に把握
し 、 近 隣 住 民 に 説 明 す る と と も
に、できる限りその軽減に努めま
す。 

90 電波障害の事前把握及び近隣説明 実施する 

電波障害の発生が想定される範囲
を、現地調査、机上計算、影響範
囲 図 作 成 な ど に よ り 事 前 に 把 握
し、近隣住民に説明します。 

91 電波障害発生時の改善対策 実施する 
電 波 障 害 が 生 じ た 場 合 は 、
CATV、共同受信施設などによる
改善対策を行います。 

92 プライバシーの配慮 実施する 
近隣住民のプライバシーを侵害す
るおそれがある場合は、適切な対
策を講じるよう努めます。 

 
◆景観まちづくりに貢献します。 

93 地域への調和 実施する 

本市の自然条件や風土、歴史の流
れの中で培われた地域の個性を尊
重し、地域に調和したものとなる
よう配慮します。 

94 
景観まちづくり計画の目標と方針
に基づいた計画及び設計 

実施する 

景観資源の質の向上と地域特性を
活 か し た ま ち づ く り に 資 す る よ
う、「景観まちづくり計画」の基本
目標と基本方針及び景域別景観ま
ちづくり方針に基づいた計画と設
計を行います。 
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表 4（8） 環境取組内容（施設・整備等その 4） 

取組事項 実施の有無 取組内容 

 

95 
景観形成に関わるガイドラインや
方針に配慮した計画及び設計 

実施する 
景観形成に関わるガイドラインや
方針に配慮した計画と設計を行い
ます。 

96 重点地区指定に向けた協議 該当なし 
計画敷地が 1ha 以下のため、重点
地区の指定について協議は行いま
せん。 

97 景観形成基準の遵守 実施する 
景観形成基準を遵守し、景観まち
づくりを推進します。 

98 
屋外広告物の表示などに関する基
準の遵守 

実施する 
屋外広告物の表示等に関する基準
を遵守し、景観まちづくりを推進
します。 

 
◆安心安全のまちづくりに貢献します。 

99 歩行者が安全に通行できる工夫 実施する 

事業計画地内において、歩行者安
全帯を設け、歩行者・自転車と車
両を分離します。また、車路スロ
ープ下の駐輪場から店舗入口まで
の歩行者と東側出入口の車両につ
いて、動線がクロスしない配置と
します。さらに、スロープ下の駐
輪場において、注意喚起のため照
明計画についても検討し、駐車場
を含む車路の照度についても適切
に計画します。 

100 
災害に対する建築物・工作物の強
靭性を高める取組 

実施する 

防火性能については、耐火建築物
とします。また、高圧及び弱電引
込みは構内柱を設置せず、建物に
直接引込むことにより、停電が起
きにくい構造とします。 

101 災害時の自立性を維持する取組 実施する 

災害時の停電、断水時に、その復
旧までの期間、自給自足を可能と
する施設（太陽光発電システム、
防災備蓄倉庫、ソーラー式 LED 灯
など）の設置等を行います。 

102 
災害時に備えた地域等との連携に
関わる取組 

実施する 

自主防災組織の結成を行います。
ま た 、 一 時 避 難 所 の 指 定 に 向 け
て、吹田市危機管理室と協議を行
い、評価書等で報告します。 

103 
災害時の避難や救助等の応急対応
に関する取組 

実施する 
災害時の帰宅困難者の一時避難等
の受け入れが可能な空間の整備な
どを行います。 

104 
犯罪を発生させない都市（まち）
づくりに関する取組 

実施する 
防犯カメラの設置、見通しの良い
外構の整備、LED 灯の整備などを
行います。 

105 
犯罪に備えた地域等との連携に関
わる取組 

一部実施
する 

犯罪に備えた地域等との連携に関
わる取組を検討します。 
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表 4（9） 環境取組内容（その他） 

◆廃棄物等の減量・リサイクル 

工事中の廃棄物・残土を抑制するため、以下のような取組を行います。 
・「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」（建設リサイクル法） 等の関係法令に

基づき、発生抑制・減量化・リサイクルについて適正な措置を講じます。 
・再利用や再資源化に配慮した建設資材を選定します。 
施設からの廃棄物を抑制するため、以下のような取組を行います。 
・分別を徹底し、可能な限り廃棄物の削減・リサイクルに努めます。 
・店舗にてカーテンを回収し、リユース及びリサイクルを行います。 
・店舗にて羽毛布団を回収し、リサイクルを行います。 

 

◆文化財の保護 

・事業計画地は周知の埋蔵文化財包蔵地ではありませんが、事業計画地において、工事期
間中に遺物が確認された場合には、吹田市教育委員会等と協議を行い、文化財保護法に
基づき手続・対応を行い、文化財の保護に努めます。 

 
◆交通対策 

・供用時の交通混雑による周辺環境への影響を低減するため、家具配送無料などのイベン
トを実施し、バスや電車などの公共交通機関や自転車・徒歩による来店を促進し、極
力、自家用車による来店を低減する計画としています。 

・折り込みチラシなどで公共交通機関利用のお願いを案内します。 
・混雑状況に応じて、近隣の他店舗を案内します。 
・営業時間は 10:00～20:00（夏季や新生活、引っ越し需要期等を含め、今後、延長

（9:00 ～ 21:00 の範囲内）する可能性はある）とする計画とし、朝の通学時間帯
（8:00～8:30）とは重ならないよう配慮します。帰宅時（14:20～16:00）につい
ては、既存店舗の実績から、平日は休日に比べて来店車両は著しく少なくなるものと想
定しています。 

・店舗内において、来客者に周辺に通学路があることを看板等で告知します。また、周辺
の住宅地の生活道路に進入しないよう、看板等で注意喚起します。 

・来店・退店車両と荷物運搬車両及び廃棄物収集車両の出入口を別に設け、さらに事業計
画地の北側及び東側の 2 箇所に来店・退店車両の出入口を配置することにより、利用客
が各方面別に来店及び退店することができるようにすることで、交差点に車が集中しな
いように計画しています。 

・出口への誘導については、場内の看板等や交通誘導員により誘導するとともに、必要に
応じて出入口に交通誘導員を配置する計画としています。 

・利用客による南側への退店車両が事業計画地東側出入口から左折出庫すると、祝橋西交
差点を右折するために短い走行区間で右側車線に車線変更する必要があり、交通安全上
問題があります。そのため、北側出入口からの出庫に誘導する計画としています。 

・北側出入口から左折出庫すると、住宅地内の幅員の狭い生活道路を走行して迂回するこ
ととなり、周辺住居の生活環境に影響を及ぼすおそれがあります。これらのことから、
北側出入口からは、右折出庫するよう誘導する計画としています。 

・事業計画地北側の市道について、事業計画地をセットバックして道路を拡幅する計画と
しています（道路の仕様については、今後の道路管理者、交通管理者等との協議により
決定します。）。 

・周辺事業における入庫・出庫ピーク時などにおいては、館内放送などによる周辺道路の
混雑状況の周知を行うなど、混雑時の集中的な出庫を避けるための方策を実施します。 

・周辺事業者に、適宜、交通混雑低減及び交通安全確保のための連携を求めていきます。 
 

◆環境に配慮した製品の採用 

・店舗の備品ついて、FSC 森林認証のコピー用紙の採用、メール便の封筒のリサイクル
使用、トランシーバーの電池は充電式のものを採用などの取組を実施します。 

・商品について、冷暖房効率の高いカーテン（省エネ）、持ち帰りマットレス及びカーペ
ット（輸送に伴う CO2 の削減）、再生資源カーペット（ペットボトル等のリサイクル）
などを取り扱います。 

・カーテン回収キャンペーン（自動車の吸音材としてリサイクル）などの取組を実施しま
す。 
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１１ 環境要素、調査の時期及び方法並びに予測の方法及びその時点 

（１）環境要素 

「吹田市環境影響評価技術指針」（令和 3 年 8 月改定、吹田市）（以下、「技術指

針」といいます。）に示された環境要素から、本事業の特性、事業計画地及びその周

辺の自然的、社会的状況を勘案して選定しました。選定した環境要素は、次ページに

示すとおりです。 

なお、本事業ではほとんど環境影響がないと考えられることから選定しなかった環

境要素及びその理由は、以下に示すとおりです。 

 

表 5 選定しなかった環境要素及びその理由 

環境要素 選定しなかった理由 

水
質
汚
濁 

公共用水域 
地下水 

【工事：工事の影響】 
工事で発生する濁水等は、周辺への流出を防止し、適切に処理

を行った上で公共下水道へ放流する計画としています。そのた
め、公共用水域及び地下水に影響を及ぼすような活動要素はあり
ません。よって、環境要素として選定しませんでした。 

地
形
・
地
質 

土砂流出、崩壊 
斜面安定 

【工事：工事の影響】 
事業計画地及びその周辺は既造成地であり、本事業による造成

工事により、地形・地質に影響を及ぼすような土砂の流出や崩
壊、斜面の形成はありません。よって、環境要素として選定しま
せんでした。 

人
と
自
然 

動植物、生態系 

【工事：工事の影響】 
【存在：緑の回復育成、建築物等の存在】 
【供用：施設の供用】 

事業計画地は既設の建築物や駐車場で被覆されており、周縁部
に僅かな植栽があるのみです。また、事業計画地周辺は幹線道路
及び商業施設や住宅地などであることから、本事業によって影響
を受ける動植物、生態系はありません。よって、環境要素として
選定しませんでした。 

人と自然との 
ふれあいの場 

【工事：工事の影響】 
【存在：緑の回復育成】 

事業計画地は既設の建築物や駐車場で被覆されており、周縁部
に僅かな植栽があるのみです。また、事業計画地周辺は幹線道路
及び商業施設や住宅地などであることから、本事業によって影響
を受ける人と自然とのふれあいの場はありません。よって、環境
要素として選定しませんでした。 

構
造
物
の
影
響 

風害 

【存在：建築物等の存在】 
計画建築物は建築高さが約 19m（ただし、塔屋看板を含めた最

大高さは約 26m）であり、一般的に風害が発生するような高さの
建築物ではありません。よって、環境要素として選定しませんでし
た。 

文
化
遺
産 

文化遺産 
（ 有 形 ・ 無 形 ・
複合） 

【工事：工事の影響】 
事業計画地内には周知の指定・登録文化財や埋蔵文化財は存在

しません。よって、環境要素として選定しませんでした。 
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表 6 環境要素の選定表 

  
環境影響要因 

 
 
 
 
 
 
 
目標           分野 環境要素 

工事 存在 供用 

建
設
機
械
の
稼
動 

工
事
用
車
両
の
走
行 

工
事
の
影
響 

緑
の
回
復
育
成 

建
築
物
等
の
存
在 

施
設
の
供
用 

冷
暖
房
施
設
等
の
稼
働 

駐
車
場
の
利
用 

施
設
関
連
車
両
の
走
行 

歩
行
者
の
往
来 

再生可能エネルギーの活用
を中心とした低炭素社会へ
の転換 

地球 
温暖化 

温室効果ガス、エネルギー      ○ ○  ○  

資源を大切にする 
社会システムの形成 

廃棄物 
等 

一般廃棄物      ○    ○ 

産業廃棄物   ○   ○     

建設発生土   ○        

フロン類   ○        

健康で快適な暮らしを 
支える環境の保全 

大気・ 
熱 

大気汚染 ○ ○      ○ ○  

悪臭   ○   ○     

ヒートアイランド現象    ○ ○  ○  ○  

水 

水質 
汚濁 

公共用水域   ×        

地下水   ×        

底質汚染           

土 

土壌汚染   ○        

地形、 
地質 

土砂流出、崩壊   ×        

斜面安定   ×        

地盤 
地下水位           

地盤沈下、変状           

騒音・ 
振動等 

騒音 ○ ○    ○ ○ ○ ○ ○ 

振動 ○ ○    ○   ○  

低周波音      ○ ○    

自然の恵みが実感できる 
みどり豊かな社会の形成 

人と 
自然 

動植物、生態系   × × × ×     

緑化（緑の質、緑の量）    ○       

人と自然とのふれあいの場   × ×       

快適な都市環境の創造 

構造物 
の影響 

景観    ○ ○      

日照阻害     ○      

テレビ受信障害     ○      

風害     ×      

文化 
遺産 

文化遺産 
（有形・無形・複合） 

  ×        

防災・
安全 

自然災害危険度    ○ ○ ○     

人為的災害危険度      ○     

地域防災力    ○ ○ ○     

地域 
社会 

コミュニティ   ○        

交通混雑、交通安全  ○      ○ ○ ○ 

注）○：選定した環境要素 
×：選定しなかった環境要素 
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（２）調査・予測の方法 

選定した環境要素についての調査及び予測の手法を表 7 に、現地調査の地点及び

範囲を図 5 に示します。 
 

表 7（1） 現況調査及び予測の手法 

区分 環境要素 
既存 
資料 

現地 
調査 

調査・予測の手法 

工 

事 

廃棄物等 ○ － 
地域における廃棄物の状況、廃棄物の排出量削減事例等を調査します。
工事の実施に伴い発生する廃棄物等の発生量及び再資源化量を把握し、
廃棄物等が環境に及ぼす影響の程度を予測します。 

大気汚染 ○ － 
大気質、気象の状況について調査します。建設機械の稼働、工事用車両
の走行による排出ガスが大気質に及ぼす影響について、数値計算により
予測します。 

悪臭 ○ － 
悪臭の状況を調査します。工事の実施により発生する悪臭の影響の程度
を類似事例及び事業計画等から定性的に予測します。 

土壌汚染 ○ － 
地歴の状況等を調査します。工事の実施が土壌汚染に及ぼす影響につい
て、事業計画等を基に予測します。 

騒音・振動 ○ ○ 
一般環境及び沿道における騒音・振動、交通量について調査します。建
設機械の稼働、工事用車両の走行により発生する騒音・振動について、
数値計算により予測します。 

コミュニティ ○ － 
コミュニティ施設の状況等について調査します。コミュニティ施設に及
ぼす影響の程度及び本事業の実施による地域住民の交通経路に与える影
響の可能性について、事業計画等を基に定性的に予測します。 

交通混雑 ○ ○ 
交通量、道路の状況等を調査します。工事用車両の主要走行ルートの主
要交差点において、交差点需要率を算出することにより予測します。 

交通安全 ○ ○ 
交通安全施設等の状況を調査します。工事計画等から、工事用車両の走
行に伴う交通安全の状況を予測します。 

存

在

及

び

供

用 

温室効果ガス、 
エネルギー 

○ － 

温室効果ガス等の排出量原単位等を調査します。予定している環境取組
を実施した場合と実施しなかった場合の予測を可能な限り定量的に行
い、その結果を比較します。また、現況と施設供用後の自動車走行によ
り発生する温室効果ガスの排出量を推定し、予測ケースごとに交通流の
円滑さの違いからその排出量を比較します。 

廃棄物等 ○ － 
地域における廃棄物の状況、廃棄物の排出量削減事例等を調査します。 
施設の供用に伴い発生する廃棄物の排出量及び再資源化量を把握し、廃
棄物が環境に及ぼす影響の程度を予測します。 

大気汚染 ○ － 
大気質、気象の状況について調査します。駐車場の利用、施設関連車両
の走行による排出ガスが大気質に及ぼす影響について、数値計算により
予測します。 

悪臭 ○ － 
悪臭の状況を調査します。施設の供用により発生する悪臭の影響の程度
を類似事例及び事業計画等から定性的に予測します。 

ヒートアイランド 
現象 

○ － 

土地被覆の状況（緑被、建物の状況など）、人工排熱の状況等を調査し
ます。計画で予定している環境取組を実施した場合と実施しなかった場
合の予測を可能な限り定量的に行い、その結果を比較します。また、現
況と施設供用後の自動車走行により発生する人工排熱量を推定し、予測
ケースごとに交通流の円滑さの違いからその排熱量を比較します。 

騒音・振動 ○ ○ 

一般環境及び沿道における騒音・振動、交通量について調査します。施
設の供用、冷暖房施設等の稼働、駐車場の利用、施設関連車両の走行に
より発生する騒音・振動について、数値計算により予測します。また、
歩行者の往来により発生する騒音について、類似事例、事業計画等をも
とに定性的に予測します。 

低周波音 ○ ○ 
低周波音の状況を調査します。施設の供用、冷暖房施設等の稼働により
発生する低周波音について、数値計算により予測します。 

緑化 ○ ○ 
現存植生状況、生育状況、緑被の状況、類似した緑化計画を持つ施設の
緑被の設置状況及び維持管理方法等を調査します。植栽予定樹種の環境
適合性、緑被の変化及び全体の緑の構成を予測します。 

景観 ○ ○ 
地域の景観特性、代表的な眺望点からの景観の状況を調査します。地域
の景観特性の変化の程度、代表的な眺望地点からの眺望の変化の程度に
ついて、フォトモンタージュを作成する方法により予測します。 

日照阻害 ○ － 
既存建築物等の分布状況を調査します。計画建物等の存在により発生す
る日影の影響を、計算式により予測します。 

テレビ受信障害 ○ ○ 
テレビ電波受信状況及び高層建築物等の分布状況を調査します。計画建
物等の存在がテレビ電波受信状況に及ぼす影響を、計算式により予測し
ます。 
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表 7（2） 現況調査及び予測の手法 

区分 環境要素 
既存 
資料 

現地 
調査 

調査・予測の手法 

存

在

及

び

供

用 

自然災害危険度 

人為的災害危険度 

地域防災力 

○ － 

過去の災害等の状況、自然災害発生時の被害想定、地域防災計画等を調
査します。想定される災害発生時の安全確保の状況及び本事業の実施が
地域防災力へ及ぼす影響の程度について、類似事例、事業計画等をもと
に定性的に予測します 

交通混雑 ○ ○ 

交通量、道路の状況等を調査します。施設関連車両の主要走行ルートの
主要交差点において、交差点需要率を算出することにより予測します。
なお、駐車場出入口付近など、交差点需要率では交通混雑の状況が把握
しきれない地点については、交通流シミュレーションより予測します。 

交通安全 ○ ○ 
交通安全施設等の状況を調査します。事業計画における自動車動線計画
等から、駐車場の利用、施設関連車両の走行及び歩行者の往来に伴う交
通安全の状況を予測します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

図 5（1） 現地調査地点及び範囲（騒音・振動・低周波音他） 
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図 5（2） 現地調査地点及び範囲（交通混雑） 

 

（３）評価の方法 

現況調査及び予測の結果を踏まえ、選定した環境要素ごとに、環境影響が可能な限

り回避または低減されているか、また良好な環境の創造のための取組が可能な限り実

施されているかについて、評価します。 
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１２ 環境影響評価の結果 

（１）温室効果ガス・エネルギー 

ア 供用 

（ア）施設の供用、冷暖房施設等の稼働 

施設の供用及び冷暖房施設等の稼働により発生する温室効果ガスについて、

環境取組を実施しない基準施設での二酸化炭素排出量が 886t-CO2/年、計画

施設での二酸化炭素排出量が 278t-CO2/年、環境取組による削減量が 614t-

CO2/年、削減率が 69.3％と予測しました。これは、同種の新築施設の ZEB 導

入事例と比較してもトップクラスであるといえます。 

さらに、本事業では、以下の取組を実施することにより、同種施設と同等以

上の環境性能をもたせる計画としています。 

・建築物は、大阪府建築物の環境配慮制度において、商業施設ではトップク

ラスといえる CASBEE A ランク、また、ニトリグループ店舗では初とな

る ZEB Ready 認証取得を目指した設計とします。 

・熱環境の改善を考慮して、建物の開口部を極力減らし、窓ガラスには Low-

e 複層ガラスを採用するなど建物内への熱の侵入を低減します。 

・壁面緑化を実施し、建築物の表面温度の上昇を抑制して空調負荷を削減し

ます。 
 

（イ）施設関連車両の走行 

現況と比較すると、施設供用後は走行車両の増加により二酸化炭素排出量が

増加する結果となりました。施設供用後の出入口検討ケース（図 6 参照）ごと

の比較では、ケース 1（出入口 2 箇所：北側及び東側）が最も二酸化炭素排出

量が少なく、ケース 3（出入口 1 箇所：東側のみ）が最も多くなったことから、

本事業で計画しているケース 1 が最も二酸化炭素排出量を低減できる計画であ

ると予測しました。 

さらに、本事業では、以下の取組を実施することにより、施設関連車両の走

行に伴い発生する温室効果ガスによる周辺環境への影響をできる限り軽減する計

画としています。 

・来店・退店車両による周辺環境への影響を低減するため、家具配送無料な

どのイベントを実施し、バスや電車などの公共交通機関や自転車・徒歩に

よる来店を促進し、極力、自家用車による来店を低減する計画とします。 

・折り込みチラシなどで公共交通機関利用のお願いを案内します。 

・混雑状況に応じて、近隣の他店舗を案内します。 
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図 6 来店・退店車両の出入口検討ケース  

 
（２）廃棄物等 

ア 工事 

工事の実施による建設廃棄物の発生量は、全体で 483.71ｔ、再資源化量は

314.56ｔ、再資源化率は 65％と予測しました。建設発生土については、柱状改

良杭や基礎掘削に伴い、建設工事残土が 4,410m3、汚泥は 820m3 発生すると予

測しました。 

本事業では、以下の環境取組内容を実施することにより、工事の実施により発生

する廃棄物及び建設発生土の排出量を抑制し、事業計画地周辺地域の廃棄物処理へ

の影響を軽減する計画としています。 

・「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」（建設リサイクル法）等の関

係法令に基づき、発生抑制・減量化・再資源化について適正な措置を講じま

す。 

・資材の梱包などを最小限にして廃棄物を減量します。 
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・再利用や再資源化に配慮した建設資材を選定します。 

・事業計画地は、隣接する道路に高低差があるため、計画地盤レベルを大きく変

更することができず建設残土量の削減は難しい状況ではありますが、切土・

盛土の調整を行い、可能な限り事業計画地内で埋戻し土として利用するよう

に努めます。 

 
イ 供用 

施設の供用による廃棄物の発生量の予測結果は、一般廃棄物（可燃物）が 4.5t/

年、段ボールが 67.8t/年、ミックスペーパーが 0.4t/年、雑紙類が 0.6t/年、廃

プラスチック類が 4.5t/年、発泡スチロールが 1.0t/年、混合廃棄物が 17.3t/年

となり、廃棄物全体で 96.1t/年と予測しました。 

本事業では、これらの店舗から発生する廃棄物に加え、持ち込み廃棄物について

も、以下に示す取組を実施することにより、可能な限り発生量を削減する計画とし

ています。 

・分別を徹底し、可能な限り廃棄物の削減・リサイクルに努めます。 

・店舗にてカーテンを回収し、リユース及びリサイクルを行います。 

・店舗にて羽毛布団を回収し、リサイクルを行います。 
 
また、歩行者の往来により発生する廃棄物については、店舗内の各所にごみ箱を

設置し、廃棄物の回収に努めるとともに、必要に応じて店舗周辺にごみを捨てない

よう店舗内への張り紙設置や、周辺のごみ拾いを行うことから、影響はほとんどな

いと予測しました。 

 

（３）大気汚染 

ア 工事 

（ア）建設機械の稼働 

建設機械等の稼働により発生する排出ガスによる、大気汚染への影響の予測

結果は、表 8 及び表 9 に示すとおりです。二酸化窒素については、年平均値は

環境基準値及び吹田市の目標値を下回ると予測しましたが、1 時間値は予測高さ

6.1m において、風向によっては「中央公害対策審議会の短期暴露指針」（中公

審第 163 号昭和 53 年 3 月）（以下、「短期暴露の指針値」といいます。）を上

回る場合があると予測しました。しかし、予測に用いた令和 4 年度の吹田市垂

水局の建設機械の稼働時間帯（8～17 時）における風向出現割合は、事業計画

地に近い住居地域へ向かう風向のうち二酸化窒素の 1 時間値が短期暴露の指針

値を上回った北、南南東、南の風向きの出現割合は、1.9%、1.1%、1.7%で

あり、極めて低い割合でした。 

浮遊粒子状物質については、年平均値及び 1 時間値ともに環境基準値及び吹

田市の目標値を下回ると予測しました。 

さらに、本事業では、以下の取組を実施することにより、建設機械等からの

排出ガスによる周辺環境への影響をできる限り軽減する計画としています。 

・使用する建設機械については、可能な限り最新の排出ガス対策型の機種を

採用します。また、持込み時の点検、月例点検、日常点検を行い、適切に

整備します。 
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・建設機械について、工事の効率化、同時稼働のできる限りの回避、空ぶか

しの防止、アイドリングストップの遵守等の適正な施工管理を行います。 

・可能な限り、工事の平準化や工法の見直しによる工事量縮減を検討します。 

・作業工程の平準化により、建設機械の集中稼働を回避します。 

・工事区域の周囲に仮囲いを設置し、適宜散水を行います。また、掘削工事

時には場内の散水やシートで覆うなどの対策を行います。 

 
表 8（1） 建設機械等の稼働により発生する二酸化窒素の予測結果（年平均値） 

予測 
時期 

予測 
高さ 
(m) 

周辺住居地域等における 
建設機械等による寄与 
濃度の最大着地濃度 

(ppm) 

バック 
グラウンド

濃度 
(ppm) 

環境濃度 
 

年平均値 
(ppm) 

日平均値 
の年間 
98％値 
(ppm) 

吹田市の 
目標値 

環境基準値 

NOX 
NO2 

① 
NO2 

② 
NO2 

①＋② 
NO2 

工 
事 
中 

1.5 0.0033 0.0033 0.012 0.0153 0.036 
1 時間値の
1 日平均値
が 0.04 
ppm 以下
であること 

1 時間値の 1
日平均値が
0.04～0.06 
ppm のゾーン
内またはそれ以
下であること 

6.1 0.0031 0.0031 0.012 0.0151 0.035 

 

表 8（2） 建設機械等の稼働により発生する浮遊粒子状物質の予測結果（年平均値） 

予測 
時期 

予測 
高さ 
(m) 

周辺住居地域等における 
建設機械等による寄与 
濃度の最大着地濃度

(mg/m3) 

バック 
グラウンド

濃度 
(mg/m3) 

環境濃度 
 

年平均値 
(mg/m3) 

日平均値
の年間

2％除外
値 

(mg/m3) 

環境基準値・ 
吹田市の目標値 

① ② ①＋② 

工 
事 
中 

1.5 0.00022 0.013 0.01322 0.033 1 時間値の 1 日平均
値が 0.10mg/m3 以
下であること 6.1 0.00021 0.013 0.01321 0.033 

 
表 9（1） 建設機械等の稼働により発生する二酸化窒素の予測結果（1 時間値） 

予測 
時期 

風向 
予測 
高さ 
(m) 

敷地境界
からの 
距離 
(m) 

周辺住居地域等における 
建設機械等による 

寄与濃度の最大着地濃度 

バック 
グラウンド 

濃度 

環境濃度 
 

1 時間値 短期暴露の 
指針値※ (ppm) (ppm) (ppm) 

NOX 
NO2 

① 
NO2 

② 
NO2 

①＋② 

工事 
最盛期 

N 
1.5 70 0.388 0.181 0.012 0.19 

1 時間値暴
露 と し て
0.1～0.2 
ppm 以 下
であること 

6.1 50 0.524 0.231 0.012 0.24 

SSE 
1.5 60 0.406 0.187 0.012 0.20 

6.1 14 0.807 0.327 0.012 0.34 

S 
1.5 60 0.396 0.184 0.012 0.20 

6.1 33 0.603 0.258 0.012 0.27 

SW 
1.5 80 0.309 0.150 0.012 0.16 

6.1 54 0.405 0.187 0.012 0.20 

※ 「中央公害対策審議会の短期暴露指針」（中公審第 163 号昭和 53 年 3 月） 
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表 9（2） 建設機械等の稼働により発生する浮遊粒子状物質の予測結果（1 時間値） 

予測 
時期 

風向 

予測 
高さ
(m) 

敷地境界
からの 
距離 
(m) 

周辺住居地域等における 
建設機械等による 

寄与濃度の最大着地濃度 

バック 
グラウンド

濃度 

環境濃度 
 

1 時間値 
環境基準値・

吹田市の 
目標値 (mg/m3) (mg/m3) (mg/m3) 

① ② ①＋② 

工事 
最盛期 

N 
1.5 70 0.029 0.013 0.042 

1 時間値が
0.20mg/
m3 以 下 で
あること 

6.1 50 0.039 0.013 0.052 

SSE 
1.5 60 0.031 0.013 0.044 

6.1 14 0.061 0.013 0.074 

S 
1.5 60 0.030 0.013 0.043 

6.1 33 0.045 0.013 0.058 

SW 
1.5 80 0.023 0.013 0.036 

6.1 54 0.030 0.013 0.043 

 

（イ）工事用車両の走行 

工事用車両の走行により発生する排出ガスによる、大気汚染への影響の予測

地点は図 7 に、予測結果は表 10 に示すとおりです。工事用車両主要走行ルー

ト沿道における二酸化窒素の環境濃度は、環境基準値は下回りますが、吹田市の

目標値は上回ると予測しました。また、浮遊粒子状物質の環境濃度は、環境基準

値及び吹田市の目標値をともに下回ると予測しました。二酸化窒素の環境濃度が

吹田市の目標値を上回っていますが、一般車両による影響が大きく、工事用車両

による寄与率は 0.02～0.07%であり、極めて小さいものとなっています。ま

た、安全側に予測するため、各交差点に各方面から全ての工事用車両が通行する

ものと設定としているため、実際は、さらに影響が少なくなるものと考えられま

す。 

さらに、本事業では、以下の取組を実施することにより、工事用車両からの

排出ガスによる周辺環境への影響をできる限り軽減する計画としています。 

・資機材搬入車両について、可能な限り最新の燃費・排気ガス性能の良い車

両を使用するよう指示・指導を行います。 

・資機材搬入車両について、計画的な運行により、適切な荷載を行い、工事

用車両の台数をできる限り削減するとともに、運転者に対して、空ぶかし

の防止、アイドリングストップの遵守等の適切な運行を指導・徹底します。 

・可能な限り、工事の平準化や工法の見直しによる工事量縮減を検討します。 

・適切な運行計画により、工事用車両の集中を回避します。 
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表 10（1） 工事用車両の走行により発生する二酸化窒素の予測結果 

予

測

時

期 

予測 

地点 

工事用車両

による 

寄与濃度 

(ppm) 

一般車両に

よる 

寄与濃度 

(ppm) 

 

計 

 

(ppm) 

バックグ

ラウンド

濃度 

(ppm) 

環境濃度 

 

年平均値 

(ppm) 

工事用 

車両 

寄与割合 

(%) 

日平均値 

の年間 

98％値 

(ppm) 

 

吹田市の 

目標値 

環境 

基準値 

① ② ③=①＋② ④ ⑤=③＋④ ①/⑤ 

工

事

中 

No.交-1 0.000004 0.013530 0.013534 0.012 0.025534 0.02 0.045 

1 時間値

の 1 日平

均 値 が

0.04pp

m 以下で

あること 

1 時 間 値

の 日 平 均

値が 0.04

～0.06 

ppm のゾ

ー ン 内 ま

た は そ れ

以 下 で あ

ること 

No.交-2 0.000013 0.011002 0.011015 0.012 0.023015 0.06 0.042 

No.交-3 0.000017 0.013899 0.013916 0.012 0.025916 0.07 0.045 

No.交-4 0.000012 0.011248 0.011259 0.012 0.023259 0.05 0.042 

注）四捨五入のため、合計が一致しないところがあります。 

 
表 10（2） 工事用車両の走行により発生する浮遊粒子状物質の予測結果 

予

測

時

期 

予測 

地点 

工事用車両に

よる 

寄与濃度 

(mg/m3) 

一般車両によ

る 

寄与濃度 

(mg/m3) 

 

計 

 

(mg/m3) 

バックグ

ラウンド

濃度 

(mg/m3) 

環境濃度 

 

年平均値 

(mg/m3) 

工事用 

車両 

寄与割合

(%) 

日平均値

の年間

2%除外値 

(mg/m3) 

 

環境 

基準値 

・ 

吹田市の

目標値 ① ② ③=①＋② ④ ⑤=③＋④ ①/⑤ 

工

事

中 

No.交-1 0.0000002 0.0006631 0.0006633 0.013 0.0136633 0.001 0.030 1 時 間 値

の 日 平 均

値が 0.10 

mg/m3 以

下 で あ る

こと 

No.交-2 0.0000005 0.0004095 0.0004100 0.013 0.0134100 0.004 0.029 

No.交-3 0.0000006 0.0006607 0.0006613 0.013 0.0136613 0.005 0.030 

No.交-4 0.0000005 0.0004165 0.0004170 0.013 0.0134170 0.003 0.029 
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図 7 予測地点（大気汚染・騒音・振動・低周波） 

 
イ 供用 

（ア）駐車場の利用 

駐車場の利用により発生する排出ガスによる、大気汚染への影響の予測結果

は、表 11 に示すとおりです。二酸化窒素及び浮遊粒子状物質の環境濃度は、と

もに吹田市の目標値及び環境基準値を下回ると予測しました。 

さらに、本事業では、以下の取組を実施することにより、駐車場の利用に伴

う排出ガスによる周辺環境への影響をできる限り軽減する計画としています。 

・空ぶかしの防止、アイドリングストップの遵守等の適正な運転について、

周知します。 

  



- 51 - 

表 11（1） 駐車場の利用により発生する二酸化窒素の予測結果 

予 
測 
時 
期 

予測 
高さ 
(m) 

周辺住居地域等における 
駐車場の利用による 

寄与濃度の最大着地濃度 
(ppm) 

バックグ
ラウンド 

濃度 
(ppm) 

環境濃度 
 

年平均値 
(ppm) 

日平均値 
の年間 
98％値 
(ppm) 

吹田市の 
目標値 

環境基準値 

NOX 
NO2 

① 
NO2 

② 
NO2 

①＋② 
NO2 

施 
設 
供 
用 
時 

1.5 0.000034 0.000034 0.012 0.012034 0.030 1 時間値の
1 日平均値
が 0.04 
ppm 以下
であること 

1 時間値の 1
日平均値が
0.04～0.06 
ppm のゾー
ン内またはそ
れ以下である
こと 

16.2 0.000021 0.000021 0.012 0.012021 0.030 

 
表 11（2） 駐車場の利用により発生する浮遊粒子状物質の予測結果 

予測
時期 

予測 
高さ 
(m) 

周辺住居地域等における 
駐車場の利用による 

寄与濃度の最大着地濃度
(mg/m3) 

バック 
グラウンド 

濃度 
(mg/m3) 

環境濃度 
 

年平均値 
(mg/m3) 

日平均値
の年間

2％除外値 
(mg/m3) 

環境基準値・ 
吹田市の目標値 

① ② ①＋② 

施 
設 
供 
用 
時 

1.5 0.0000029 0.013 0.0130029 0.032 1 時間値の 1 日平
均値が 0.10 
mg/m3 以下であ
ること 16.2 0.0000019 0.013 0.0130019 0.032 

 
（イ）施設関連車両の走行 

施設関連車両の走行により発生する排出ガスによる、大気汚染への影響の予

測地点は図 7 に、予測結果は表 12 に示すとおりです。施設関連車両の主要走

行ルート沿道における二酸化窒素の環境濃度は、環境基準値は下回りますが、吹

田市の目標値は上回ると予測しました。また、浮遊粒子状物質の環境濃度は、環

境基準値及び吹田市の目標値をともに下回ると予測しました。二酸化窒素の環境

濃度が吹田市の目標値を上回っていますが、一般車両による影響が大きく、施設

関連車両による寄与率は 0.09～0.32%と極めて小さいものとなっています。 

さらに、本事業では、以下の取組を実施することにより、施設関連車両から

の排出ガスによる周辺環境への影響をできる限り軽減する計画としています。 

・来店・退店車両による周辺環境への影響を低減するため、家具配送無料な

どのイベントを実施し、バスや電車などの公共交通機関や自転車・徒歩に

よる来店を促進し、極力、自家用車による来店を低減する計画としていま

す。 

・折り込みチラシなどで公共交通機関利用のお願いを案内します。 

・来店・退店車両と荷物運搬車両及び廃棄物収集車両の出入口を別に設け、

さらに事業計画地の北側及び東側の 2 箇所に来店・退店車両の出入口を配

置することにより、利用客が各方面別に来店及び退店することで、交差点

に車が集中しないように計画しています。それに伴う交通流の円滑化や交

通混雑の緩和により、排出ガスの低減効果が見込まれます。 
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表 12（1） 施設関連車両の走行により発生する二酸化窒素の予測結果 

予 

測 

時 

期 

予測 

地点 

施設関連

車両による 

寄与濃度 

一般車両

による 

寄与濃度 

計 

バックグ

ラウンド

濃度 

環境濃度 

 

年平均値 

施設関連 

車両 

寄与割合 

日平均値 

の年間 

98％値 吹田市の 

目標値 

環境 

基準値 
(ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (%) (ppm) 

① ② ③=①+② ④ ⑤=③+④ ①/⑤  

施 

設 

供 

用 

時 

No.交-1 0.000023 0.01352 0.013547 0.012 0.025547 0.09 0.045 

1 時間値

の 1 日平

均 値 が

0.04pp

m 以下で

あること 

1 時 間 値

の 日 平 均

値が 0.04

～ 0.06 

ppm のゾ

ー ン 内 ま

た は そ れ

以 下 で あ

ること 

No.交-2 0.000053 0.01099 0.011042 0.012 0.023042 0.23 0.042 

No.交-3 0.000083 0.01388 0.013960 0.012 0.025960 0.32 0.045 

No.交-4 0.000053 0.01123 0.011287 0.012 0.023287 0.23 0.042 

注）四捨五入のため、合計が一致しないところがあります。 
 

表 12（2） 施設関連車両の走行により発生する浮遊粒子状物質の予測結果 

予 

測 

時 

期 

予測 

地点 

施設関連 

車両による 

寄与濃度 

(mg/m3) 

一般車両によ

る 

寄与濃度 

(mg/m3) 

 

計 

 

(mg/m3) 

バックグ

ラウンド

濃度 

(mg/m3

環境濃度 

 

年平均値 

(mg/m3) 

施設関連 

車両 

寄与割合 

(%) 

日平均値

の年間

2%除外値 

(mg/m3) 

環境 

基準値 

・ 

吹田市の

目標値 ① ② ③=①＋② ④ ③＋④ ①/⑤  

施 

設 

供 

用 

時 

No.交-1 0.0000009 0.0006631 0.0006640 0.013 0.0136640 0.01 0.030  1 時 間 値

の 日 平 均

値が 0.10 

mg/m3 以

下 で あ る

こと 

No.交-2 0.0000017 0.0004095 0.0004113 0.013 0.0134113 0.01 0.029  

No.交-3 0.0000028 0.0006607 0.0006635 0.013 0.0136635 0.02 0.030  

No.交-4 0.0000016 0.0004165 0.0004181 0.013 0.0134181 0.01 0.029  

注）四捨五入のため、合計が一致しないところがあります。 

 
（４）悪臭 

ア 工事 

本事業では、以下の取組を実施することにより、工事の実施により発生する悪臭

の影響はほとんどないと予測しました。 

・アスファルトを溶融させる際は、場所の配慮、溶解温度管理など臭気対策を行

います。 

・現地では廃棄物などの焼却は行いません。 

・仮設トイレを設置する場合は、水洗または簡易水洗とし、適切な清掃を行い、

設置場所の配慮などにより臭気対策を行います。 
 

イ 供用 

本事業では、以下の取組を実施すること、また食品を取り扱わず、生ごみの発生

は想定されないことにより、施設の供用により発生する悪臭の影響はほとんどない

と予測しました。 

・近隣への悪臭を防止するため、窓、換気扇、排気口の位置、廃棄物置場の構造

などに配慮します。 
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（５）ヒートアイランド 

ア 存在・供用 

（ア）緑の回復育成、建築物等の存在、冷暖房施設等の稼働 

土地利用の変化による平均地表面温度の変化について、現況と比較すると、

建築物の面積が増加することに起因し昼間は 0.067℃上昇しますが、通路・車

路等の面積が減少することに起因し夜間は 1.654℃低下すると予測しました。 

また、本事業では、以下のような取組を行い、土地被覆（土地利用）の変化

及び人工排熱による影響をできるだけ低減する計画としています。なお、これら

の環境取組による熱負荷削減量について、「ヒートアイランド対策熱負荷計算モ

デル」（2014 年更新、大阪府）の簡易入力版を用いて試算すると、昼間は

2.6％、夜間は 27.1％、全日で 4.3％の熱負荷削減が見込まれます。 

・緑化：屋上緑化及び壁面緑化を実施します。また、吹田市開発事業の手続

き等に関する条例に定める緑化率に換算されない芝地等を整備し、地表面

の高温化を抑制します。 

・建築物のエネルギー負荷の抑制：建物の開口部を極力減らし、また、窓ガ

ラスには Low-e 複層ガラスを採用して、建物内への熱の侵入を低減し、空

調エネルギーの消費を削減します。 

・地表面の高温化抑制：歩行者通路の一部に保水性舗装を採用し、表面温度

の上昇を抑え、周辺の気温上昇を抑制します。 

・太陽光発電の採用：ソーラーパネルを設置し、太陽光発電を行います。 

・高効率・省エネルギー型機器の採用：高効率の空調機器や LED 照明器具な

どを採用します。 
 

（イ）施設関連車両の走行 

現況と比較すると、施設供用後は走行車両の増加により人工排熱量が増加す

る結果となりました。施設供用後のケースごとの比較では、ケース 1（出入口 2

箇所：北側及び東側）が最も人工排熱量が少なく、ケース 3（出入口 1 箇所：

東側のみ）が最も多くなったことから、本事業で計画しているケース 1 が最も

人工排熱量を低減できる計画であると予測しました。 

さらに、本事業では、以下の取組を実施することにより、施設関連車両の走

行に伴い発生する人工排熱による周辺環境への影響をできる限り軽減する計画と

しています。 

・来店・退店車両による周辺環境への影響を低減するため、家具配送無料な

どのイベントを実施し、バスや電車などの公共交通機関や自転車・徒歩に

よる来店を促進し、極力、自家用車による来店を低減する計画とします。 

・折り込みチラシなどで公共交通機関利用のお願いを案内します。 

・混雑状況に応じて、近隣の他店舗を案内します。 

 
（６）土壌汚染 

ア 工事 

事業計画地はもともと山林でしたが、昭和 46 年頃までには造成され、昭和 49

年以降は（株）阪急百貨店の江坂商品センター、阪急キッチンエール等となってい

ます。地目は山林であったものが、昭和 48 年に雑種地、昭和 49 年に宅地となっ

ています。また、建物登記簿によると、登記されていた建物は倉庫で、昭和 48 年
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に新築されています。過去に遡っても工場・作業場等の登記は確認されませんでし

た。したがいまして、事業計画地においては管理有害物質の使用等の履歴はなく、

それらによる土壌汚染のおそれはないものと判断されます。以上のことから、工事

（掘削工事）の実施による土壌汚染に及ぼす影響はほとんどないと予測しました。 

また、本事業では、以下の取組を実施することにより、工事の実施による土壌汚

染への影響をできるだけ低減する計画としています。 

・揮発性塗料の容器保管、洗浄に対する作業員への教育、指導を徹底します。 

・工法選定の際に、土壌、地下水を汚染しない工法であることを確認の上、

決定します。 

 
（７）騒音 

ア 工事 

（ア）建設機械の稼働 

建設機械の稼働による事業計画地敷地境界上での騒音レベルは、工事着工後 8

ヶ月目で最大 80dB と予測しました。これは、評価目標値である 85dB に適合

しています。なお、予測上は、建設機械が全て同時稼働するという最も影響の大

きな場合で計算しています。 

さらに、本事業では、以下の取組を実施することにより、建設機械の稼働に

伴う騒音による周辺環境への影響をできる限り軽減する計画としています。 

・建設機械は、可能な限り最新の低騒音型建設機械または超低騒音型建設機

械を使用します。 

・建設機械の高負荷運転を極力避けます。 

・作業工程の平準化により、建設機械の集中稼働を回避します。 

・工事に際しては、可能な限り低騒音工法を検討し、採用します。 

・建設機械の適切な点検・整備を実施します。 
 

（イ）工事用車両の走行 

工事用車両の走行による騒音の予測地点は図 7 に、予測結果は表 13 に示す

とおりです。No.交-2 及び No.交-3 は環境基準値及び吹田市の目標値以下です

が、No.交-1 及び No.交-4 は環境基準値及び吹田市の目標値を上回っています。

しかし、両地点における工事用車両の走行による道路交通騒音の増加分は、

0.1dB であり、現況の騒音レベルに影響を及ぼしません。なお、安全側に予測

するため、各予測地点に全ての工事用車両が走行する設定としているため、実際

は、さらに影響が少なくなるものと考えられます。 

さらに、本事業では、以下の取組を実施することにより、工事用車両の走行

に伴う道路交通騒音による周辺環境への影響をできる限り軽減する計画としてい

ます。 

・適切な運行計画により、工事用車両の集中を回避します。 

・エコドライブを徹底します。 

・工事用車両の適切な点検・整備を実施します。 

・運転者に対して、空ぶかしの防止、アイドリングストップの遵守等の適切

な運行を指導・徹底します。 
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表 13 工事用車両の走行による道路交通騒音予測結果 

単位：dB 

予測地点 
平日 
土曜 
別 

昼夜別 
現況値 

(A) 
増分 
(B) 

予測値 
(A+B) 

環境基準値・ 
吹田市の目標値 

No.交-1 
平日 

昼間 
70.7 0.1 70.8 

70 

土曜 71.4 0.1 71.5 

No.交-2 
平日 

昼間 
68.6 0.1 68.7 

土曜 68.7 0.2 68.9 

No.交-3 
平日 

昼間 
69.6 0.1 69.7 

土曜 70.1 0.1 70.2※ 

No.交-4 
平日 

昼間 
71.1 0.1 71.2 

土曜 71.9 0.1 72.0 

※ 小数点第一位を四捨五入した整数値で評価するため、「70.2dB」は基準等を満足しています。 

注）1．昼間の時間区分は、6 時～22 時です。 

2．現況の騒音レベルは、現地調査結果です。ただし、土曜日は、日曜日の現地調査結果を用

いています。 

 
イ 供用 

（ア）施設の供用、冷暖房施設等の稼働、駐車場の利用 

施設の供用、冷暖房施設等の稼働、駐車場の利用（事業計画地内の自動車走

行）による騒音の予測結果は、表 14 に示すとおりです。 

施設から発生する騒音レベルの予測結果と現況の騒音レベルとを合成した結

果は、環境基準の時間区分では昼間 54～59dB、夜間 45～53dB と予測しま

した。昼間は、No.環-1 及び No.環-3 は平日、休日ともに環境基準値を下回っ

ていますが、No.環-2 は上回っています。夜間は、No.環-1 の平日、休日及び

No.環-3 の平日は環境基準値以下ですが、No.環-2 の平日、休日及び No.環-3

の休日は環境基準値を上回っています。 

吹田市の目標値の時間区分では昼間 54～59dB、夜間 46～54dB と予測し

ました。昼間は、No.環-1 の平日、休日及び No.環-3 の平日は吹田市の目標値

を下回っていますが、No.環-2 の平日、休日及び No.環-3 の休日は上回ってい

ます。夜間は、No.環-1 は平日、休日ともに吹田市の目標値を下回っています

が、No.環-2 及び No.環-3 は平日、休日ともに吹田市の目標値を上回っていま

す。 

環境基準値及び吹田市の目標値を上回っている地点（時間区分）については、

現況が既に環境基準値及び吹田市の目標値を上回っており、本事業の実施による

騒音レベルの増加はありません。 

さらに、本事業では、以下の取組を実施することにより、施設からの騒音に

よる周辺環境への影響をできる限り軽減する計画としています。 

・空調設備等について、低騒音・低振動型の設備をできる限り採用するとと

もに、配置に配慮します。また、定期的に点検・整備を行います。 
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表 14（1） 施設から発生する騒音の予測結果 

●環境基準の時間区分                              単位：dB 

予測地点 No.環-1 No.環-2 No.環-3 

平日休日別 平日 休日 平日 休日 平日 休日 

昼夜別 昼間 夜間 昼間 夜間 昼間 夜間 昼間 夜間 昼間 夜間 昼間 夜間 

等 
価 
騒 
音 
レ 
ベ 
ル 

予 
測 
値 

1階 45 37 48 37 － － － － 29 11 33 11 

2階 45 37 48 37 － － － － 29 12 34 12 

3階 45 37 48 37 28 10 29 10 30 12 34 12 

4階 45 37 49 37 29 12 30 12 31 13 34 13 

5階 46 37 49 37 30 13 31 13 31 14 35 14 

6階 45 37 49 37 31 15 33 15 31 15 35 15 

7階 45 37 49 37 34 17 36 17 31 16 36 16 

8階 45 36 49 36 33 19 34 19 32 16 37 16 

9階 44 36 48 36 － － － － － － － － 

10階 44 36 48 36 － － － － － － － － 

現況値 59 53 59 53 56 50 57 49 54 45 55 46 

合 
成 
値 

1階 59 53 59 53 － － － － 54 45 55 46 

2階 59 53 59 53 － － － － 54 45 55 46 

3階 59 53 59 53 56 50 57 49 54 45 55 46 

4階 59 53 59 53 56 50 57 49 54 45 55 46 

5階 59 53 59 53 56 50 57 49 54 45 55 46 

6階 59 53 59 53 56 50 57 49 54 45 55 46 

7階 59 53 59 53 56 50 57 49 54 45 55 46 

8階 59 53 59 53 56 50 57 49 54 45 55 46 

9階 59 53 59 53 － － － － － － － － 

10階 59 53 59 53 － － － － － － － － 

環境基準値 65 60 65 60 55 45 55 45 55 45 55 45 

注）1．昼間の時間区分は 6 時～22 時、夜間の時間区分は 22 時～6 時です。 

2．現況の騒音レベルは、現地調査結果です。階数によらず地上+1.2m の値としました。 

3．網掛けは、環境基準値を上回っていることを示します。 

  



- 57 - 

表 14（2） 施設から発生する騒音の予測結果 

●吹田市の目標値の時間区分                           単位：dB 

予測地点 No.環-1 No.環-2 No.環-3 

平日休日別 平日 休日 平日 休日 平日 休日 

昼夜別 昼間 夜間 昼間 夜間 昼間 夜間 昼間 夜間 昼間 夜間 昼間 夜間 

等 
価 
騒 
音 
レ 
ベ 
ル 

予 
測 
値 

1階 45 37 49 37 － － － － 29 11 33 11 

2階 45 37 49 37 － － － － 30 12 34 12 

3階 45 37 48 37 28 10 29 10 30 12 34 12 

4階 46 37 49 37 29 12 30 12 31 13 35 13 

5階 46 37 50 37 30 13 32 13 31 14 35 14 

6階 46 37 49 37 32 15 34 15 31 15 35 15 

7階 45 37 49 37 34 17 36 17 32 16 36 16 

8階 45 36 49 36 34 19 35 19 32 16 36 16 

9階 45 36 48 36 － － － － － － － － 

10階 44 36 48 36 － － － － － － － － 

現況値 59 54 59 53 57 51 57 50 54 46 56 47 

合 
成 
値 

1階 59 54 59 54 － － － － 54 46 56 47 

2階 59 54 59 54 － － － － 54 46 56 47 

3階 59 54 59 54 57 51 57 50 54 46 56 47 

4階 59 54 59 54 57 51 57 50 54 46 56 47 

5階 59 54 59 54 57 51 57 50 54 46 56 47 

6階 59 54 59 54 57 51 57 50 54 46 56 47 

7階 59 54 59 54 57 51 57 50 54 46 56 47 

8階 59 54 59 54 57 51 57 50 54 46 56 47 

9階 59 54 59 54 － － － － － － － － 

10階 59 54 59 54 － － － － － － － － 

吹田市の目標値 65 60 65 60 55 45 55 45 55 45 55 45 

注）1．昼間の時間区分は 7 時～21 時、夜間の時間区分は 21 時～7 時です。 

2．現況の騒音レベルは、現地調査結果です。階数によらず地上+1.2m の値としました。 

3．網掛けは、吹田市の目標値を上回っていることを示します。 

 
（イ）施設関連車両の走行 

施設関連車両の走行による騒音の予測地点は図 7 に、予測結果は表 15 に示

すとおりです。No.交-2 及び No.交-3 は環境基準値及び吹田市の目標値以下で

すが、No.交-1 及び No.交-4 は環境基準値及び吹田市の目標値を上回っていま

す。しかし、両地点における施設関連車両の走行による道路交通騒音の増加分は、

0.1～0.2dB であり、現況の騒音レベルにはほとんど影響を及ぼしません。 

さらに、本事業では、以下の取組を実施することにより、施設関連車両の走

行に伴う道路交通騒音による周辺環境への影響をできる限り軽減する計画として

います。 

・来店・退店車両による周辺環境への影響を低減するため、家具配送無料な

どのイベントを実施し、バスや電車などの公共交通機関や自転車・徒歩に

よる来店を促進し、極力、自家用車による来店を低減する計画としていま

す。 

・折り込みチラシなどで公共交通機関利用のお願いを案内します。 
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・来店・退店車両と荷物運搬車両及び廃棄物収集車両の出入口を別に設け、

さらに事業計画地の北側及び東側の 2 箇所に来店・退店車両の出入口を配

置することにより、利用客が各方面別に来店及び退店することで、交差点

に車が集中しないように計画しています。それに伴う交通流の円滑化や交

通混雑の緩和により、道路交通騒音の低減効果が見込まれます。 

 
表 15 施設関連車両の走行による道路交通騒音予測結果 

単位：dB 

予測地点 
平日 
休日 
別 

昼夜
別 

現況値 
(A) 

増分 
(B) 

予測値 
(A+B) 

環境基準値・ 
吹田市の目標値 

No.交-1 
平日 昼間 70.7 0.1 70.8 70 

休日 昼間 71.4 0.2 71.6 70 

No.交-2 
平日 昼間 68.6 0.1 68.7 70 

休日 昼間 68.7 0.3 69.0 70 

No.交-3 
平日 昼間 69.6 0.0 69.6 70 

休日 昼間 70.1 0.1 70.2※ 70 

No.交-4 
平日 昼間 71.1 0.1 71.2 70 

休日 昼間 71.9 0.1 72.0 70 

※ 小数点第一位を四捨五入した整数値で評価するため、「70.2dB」は基準等を満足しています。 

注）1．昼間の時間区分は、6 時～22 時です。 

2．現況の騒音レベルは、現地調査結果です。 

 
（ウ）歩行者の往来 

本事業の徒歩による来店者は、他店舗の実績や地理的条件を踏まえると限定

的であり、またその来店経路は近隣住民を除けば事業計画地東側の国道 423 号

（新御堂筋）の側道（歩道）からの経路となります。したがいまして、本事業に

起因する多数の歩行者が住宅地内を通行することは想定されません。また、事業

計画地及びその周辺において騒音を発しないよう呼びかけを行うことから、影響

はほとんどないと予測しました。 

 
（８）振動 

ア 工事 

（ア）建設機械の稼働 

建設機械の稼働による事業計画地敷地境界上での振動レベルは、工事着工後 2

ヶ月目で最大 75dB と予測しました。これは、評価目標値である 75dB 以下で

す。なお、予測上は、建設機械が全て同時稼働するという最も影響の大きな場合

で計算しています。 

さらに、本事業では、以下の取組を実施することにより、建設機械の稼働に

伴う振動による周辺環境への影響をできる限り軽減する計画としています。 

・建設機械は、可能な限り最新の低振動型建設機械を使用します。 

・建設機械の高負荷運転を極力避けます。 

・作業工程の平準化により、建設機械の集中稼働を回避します。 

・工事に際しては、可能な限り低振動工法を検討し、採用します。 

・建設機械の適切な点検・整備を実施します。 
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（イ）工事用車両の走行 

工事用車両の走行による振動の予測地点は図 7 に、予測結果は表 16 に示す

とおりです。全ての地点で振動の限度値を下回っています。 

さらに、本事業では、以下の取組を実施することにより、工事用車両の走行

に伴う振動による周辺環境への影響をできる限り軽減する計画としています。 

・適切な運行計画により、工事用車両の集中を回避します。 

・工事用車両の適切な点検・整備を実施します。 

 
表 16 工事用車両の走行による道路交通振動予測結果 

単位：dB 

予測地点 

平日 

土曜 

別 

昼夜別 
現況値 

(A) 

増分 

(B) 

予測値 

(A+B) 

道路交通振動

の限度値 

No.交-1 
平日 昼間 44.1 0.2 44.3 70 

土曜 昼間 41.4 0.3 41.7 70 

No.交-2 
平日 昼間 45.8 0.3 46.1 70 

土曜 昼間 43.8 0.6 44.4 70 

No.交-3 
平日 昼間 42.3 0.2 42.5 70 

土曜 昼間 40.3 0.2 40.5 70 

No.交-4 
平日 昼間 44.3 0.1 44.4 70 

土曜 昼間 41.3 0.3 41.6 70 

注）1．昼間の時間区分は、6 時～21 時です。 

2．現況の振動レベルは、現地調査結果です。ただし、土曜日は、日曜日の現地調査結果を

用いました。 

 
イ 供用 

（ア）施設の供用 

施設の供用による振動の予測結果は、表 17 に示すとおりです。施設から発生

する振動レベルは 26～37dB と予測しました。全ての地点において人の振動感

覚閾値といわれる 55dB を十分に下回っています。なお、予測上は、3 階及び

PH 階に設置する設備機器を 1 階に設置した条件で計算しているため、実際の影

響はより小さくなるものと考えられます。 

さらに、本事業では、以下の取組を実施することにより、施設からの振動に

よる周辺環境への影響をできる限り軽減する計画としています。 

・空調設備等について、低騒音・低振動型の設備をできる限り採用するとと

もに、配置に配慮します。また、定期的に点検・整備を行います。 
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表 17 施設の供用による振動の予測結果 

単位：dB 

予測 

地点 

平日 

休日 

別 

昼夜別 
振動レベル（L10） 

振動感覚閾値 
予測値 現況値 合成値 

No.環-1 
平日 昼間 14 35 35 

55 

休日 昼間 14 34 34 

No.環-2 
平日 昼間 16 37 37 

休日 昼間 16 36 36 

No.環-3 
平日 昼間 3 27 27 

休日 昼間 3 26 26 

注）1．昼間の時間区分は、6 時～21 時です。 

2．現況の振動レベルは、現地調査結果です。 

 
（イ）施設関連車両の走行 

施設関連車両の走行による振動の予測地点は図 7 に、予測結果は表 18 に示

すとおりです。全ての地点で振動の限度値を十分に下回っています。 

さらに、本事業では、以下の取組を実施することにより、施設関連車両の走

行に伴う道路交通振動による周辺環境への影響をできる限り軽減する計画として

います。 

・来店・退店車両による周辺環境への影響を低減するため、家具配送無料な

どのイベントを実施し、バスや電車などの公共交通機関や自転車・徒歩に

よる来店を促進し、極力、自家用車による来店を低減する計画としていま

す。 

・折り込みチラシなどで公共交通機関利用のお願いを案内します。 

・来店・退店車両と荷物運搬車両及び廃棄物収集車両の出入口を別に設け、

さらに事業計画地の北側及び東側の 2 箇所に来店・退店車両の出入口を配

置することにより、利用客が各方面別に来店及び退店することで、交差点

に車が集中しないように計画しています。それに伴う交通流の円滑化や交

通混雑の緩和により、道路交通振動の低減効果が見込まれます。 
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表 18 施設関連車両の走行による道路交通振動予測結果 

単位：dB 

予測地点 

平日 

休日 

別 

昼夜

別 

現況値 

(A) 

増分 

(B) 

予測値 

(A+B) 

道路交通振動の

限度値 

No.交-1 
平日 昼間 44.1 0.1 44.2 70 

休日 昼間 41.4 0.2 41.6 70 

No.交-2 
平日 昼間 45.8 0.1 45.9 70 

休日 昼間 43.8 0.4 44.2 70 

No.交-3 
平日 昼間 42.3 0.1 42.4 70 

休日 昼間 40.3 0.2 40.5 70 

No.交-4 
平日 昼間 44.3 0.1 44.4 70 

休日 昼間 41.3 0.2 41.5 70 

注）1．昼間の時間区分は、6 時～21 時です。 

2．現況の振動レベルは、現地調査結果です。 

 
（９）低周波音 

ア 供用 

（ア）施設の供用、冷暖房施設等の稼働 

施設の供用、冷暖房施設棟の稼働による低周波音の予測結果は、表 19 に示す

とおりです。施設から発生する低周波音圧レベルと現況の低周波音圧レベルとを

合成した結果は、昼間 68～72dB、夜間 60～69dB と予測しました。全ての

地点において低周波音の心身に係る苦情に関する参照値を下回っています。 

さらに、本事業では、以下の取組を実施することにより、施設からの低周波

音による周辺環境への影響をできる限り軽減する計画としています。 

・空調設備等について、低騒音・低振動型の設備をできる限り採用するとと

もに、配置に配慮します。また、定期的に点検・整備を行います。 
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表 19 施設の供用、冷暖房施設等の稼働に伴う低周波音の予測結果 

                                  単位：dB 

予測地点 No.環-1 No.環-2 No.環-3 

平日休日別 平日 休日 平日 休日 平日 休日 

昼夜別 昼間 夜間 昼間 夜間 昼間 夜間 昼間 夜間 昼間 夜間 昼間 夜間 

G 
特 
性 
音 
圧 
レ 
ベ 
ル 

予 
測 
値 

1階 64 60 64 60 － － － － 55 50 55 50 

2階 64 60 64 60 － － － － 55 50 55 50 

3階 64 60 64 60 60 52 60 52 55 50 55 50 

4階 64 60 64 60 60 52 60 52 55 50 55 50 

5階 63 60 63 60 60 52 60 52 55 50 55 50 

6階 63 60 63 60 60 52 60 52 55 50 55 50 

7階 63 60 63 60 60 52 60 52 55 50 55 50 

8階 63 59 63 59 60 52 60 52 55 50 55 50 

9階 63 59 63 59 － － － － － － － － 

10階 63 59 63 59 － － － － － － － － 

現況値 71 66 71 65 72 69 70 67 68 62 68 59 

合
成 
値 

1階 72 67 72 66 － － － － 68 62 68 60 

2階 72 67 72 66 － － － － 68 62 68 60 

3階 72 67 72 66 72 69 70 67 68 62 68 60 

4階 72 67 72 66 72 69 70 67 68 62 68 60 

5階 72 67 72 66 72 69 70 67 68 62 68 60 

6階 72 67 72 66 72 69 70 67 68 62 68 60 

7階 72 67 72 66 72 69 70 67 68 62 68 60 

8階 72 67 72 66 72 69 70 67 68 62 68 60 

9階 72 67 72 66 － － － － － － － － 

10階 72 67 72 66 － － － － － － － － 

参照値 92 

注）1．昼間は 6:00～22:00、夜間は 22:00～翌 6:00 です。 

2．現況の低周波音圧レベルは、現地調査結果です。階数によらず地上+1.2m の値としました。 

 
（１０）緑化 

ア 存在 

事業計画地は既設の建築物や駐車場、車路等で被覆されており、周縁部にサクラ、

クスノキ、ヤシ科などの植栽があるのみです。本事業の実施により、事業計画地内

の緑地は 305m2（4.6%）から約 520m2（地上部、7.8%）に増加します。ま

た、事業計画地周囲の緑地に低・中・高木を配置するほか、壁面緑化及び屋上緑化

を配置することにより、実質の緑化面積は敷地面積の 20%以上を確保する計画と

しています。これらのことから、本事業の実施により緑の質は向上するものと予測

しました。 

さらに、壁面緑化、屋上緑化を継続的に維持するために、本事業では以下の取組

を実施することにより、実行可能な範囲で緑地の回復・育成を図るものとしていま

す。 

・壁面緑化の植栽基盤を十分に確保するため、壁面緑化は基本的に露地植えとし

ます。また、誘引用ワイヤー等の補助具を設置します。 

・植栽種は基本的に降雨のみで生育可能な種を選択しますが、各所に散水栓を設

置し、晴天が続いた場合など、必要に応じて散水を行います。 
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・定期的に点検を行い、施肥や病害虫の防除、除草を行うほか、更新樹齢への到

達、病害虫などによる機能低下等が認められた場合には、補植、植替え、パ

レット交換、伐採、抜根、土壌交換などの対策を行います。 

 
（１１）景観 

ア 存在 

各予測地点からの現況の景観写真、計画建物等完成後の景観予測図及び景観の変

化の程度は、次の写真に示すとおりです。 

本事業では、以下の取り組みを実施することにより、施設の存在に伴う周辺環境

への影響をできる限り軽減する計画としています。 

・事業計画地周縁部に低・中・高木による立体的な緑地を形成するとともに、壁

面緑化や屋上緑化などによる視認性の高い箇所への効果的な緑化を行い、緑

に包まれた施設とします。 

・建物全体のファサードとなる東側の壁面については、パレット式の緑化（既製

の緑化パレットを配置して壁面を覆う）を行うことで竣工当初からより多く

の緑量を確保し、景観に配慮します。 

・景観形成基準を遵守し、景観まちづくりを推進するために建築物及びその周辺

整備内容について関係行政機関と協議します。 

・屋上広告物について、景観に対する負の影響の大きさを十分に勘案し、「吹田

市屋外広告物条例」（令和元年吹田市条例第 51 号）に定める建築物の屋上を

利用するものに係る基準（縦の長さが建築物高さの 2/3 以内、かつ横の長さ

は建築物の幅の範囲内）より小さいサイズ（13.5m×9.905m×6.7m）と

していましたが、さらに配慮した大きさ（11.0m×9.9m×6.7m）に変更し

ました。また、地上設置型広告物についても、中段・下段については、景観

に配慮し、地色を白に変更しました。 

 

計画建物は、計画建物周辺から離れた位置からは手前の樹木や建物に遮られて多

くが視認できません。また、計画建物の色彩等は周辺と調和したものとなるよう計

画され、壁面緑化による景観の向上効果もみられます。現状の建物が大きく、その

敷地の東側の一部が事業計画地であり、そこに計画建物が配置されることから、現

状の建物から大きく後退した位置に計画建物が配置され、見通しが向上する場所も

あります。したがいまして、景観に著しい違和感を与えることはないものと予測し

ました。 

 

【スティング（共同住宅）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現況 将来 
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【コープ野村江坂台（共同住宅）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
【江坂住宅（共同住宅）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
【クレヴィア緑地公園（共同住宅）地上】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
【クレヴィア緑地公園（共同住宅）3 階】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現況 将来 

現況 将来 

現況 将来 

現況（イメージ） 将来 
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【北大阪急行の車窓①】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
【北大阪急行の車窓②】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（１２）日照阻害 

ア 存在 

事業計画地内の建物による冬至日の 8～16 時の日影は、事業計画地の北西側か

ら北東側の区域に及ぶものの、その時間は朝、夕の限られた時間になると予測しま

した。また、事業計画地内の建物による日影時間が 5 時間以上及び 3 時間以上の

区域は、事業計画地内と隣接道路上となっており、周辺の住居地には及ばないもの

と予測しました。 

なお、「中高層建築物の日照障害等の指導要領」では、事業計画地が位置する近

隣商業地域では、「周囲の住環境により、第一種住居地域、第二種住居地域、準住

居地域（容積率 200 ％）に準じる。」こととされており、事業計画地内の建物に

よる日影はこの規制を満足しています。 

 
（１３）テレビ受信障害 

ア 存在 

事業計画地内の計画建物により、神戸局の地上デジタル放送について周辺住居の

一部に障害が発生するおそれがあると予測しました。しかし、当該範囲にはアンテ

ナ受信建物はなく、ケーブルテレビ施設引込建物または光ケーブル施設引込建物が

大部分を占めています。また、大阪局、衛星放送の受信障害予測範囲内には、テレ

ビ電波の受信障害が発生する可能性のある建物はありません。このため、本事業の

実施による電波障害の影響は小さいものと予測しました。 

 

現況 将来 

現況 将来 
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本事業においては、電波障害が発生した場合には関係者と協議のうえ必要な改善

策を講じる計画としています。これにより、電波障害の影響はさらに小さくなるも

のと考えられます。 

 
（１４）防災・安全 

ア 存在・供用 

（ア）自然災害危険度 

事業計画地及びその周辺において想定されている地震の最大震度は、上町断

層帯地震による震度 6 弱～7 です。ただし、事業計画地及びその周辺は、洪水

浸水想定区域及び内水浸水想定区域に該当せず、地震による液状化の危険度につ

いても低いとされています。 

計画建物は、耐震重要度係数を 1.0 とし、防火性能については耐火建築物と

することで、災害発生時にも人的被害の発生が防止されると考えられます。また、

高圧及び弱電引込みは構内柱を設置せず、建物に直接引込む計画としています。

このため、自然災害発生時の安全確保に配慮しているものと予測しました。 
 

（イ）人為的災害危険度 

本事業では、空調機等での高圧ガスの使用が想定されますが、高圧ガス保安

法に基づき適切な手続きを実施するものとしています。危険物についても、消防

法等で規定する品目の指定数量以上の貯蔵・取扱い、運搬はありません。また、

有害な化学物質等についても、使用の予定はありません。このため、人為的災害

発生時の安全確保に配慮しているものと予測しました。 
 

（ウ）地域防災力 

本事業では、災害時に備えた地域等との連携に関わる取組として、自主防災

組織の結成等を行い、地域や行政との協定の締結について検討するものとしてい

ます。また、災害時の帰宅困難者の一時避難等の受け入れが可能な空間の整備な

どを行い、一時避難所の指定に向けて、吹田市危機管理室と協議を行い、安心安

全のまちづくりに努めることとしています。このため、施設の存在及び供用時に

おいて、地域の防災力向上に貢献するものと予測しました。 

さらに、本事業では、以下の取組を実施することにより、周辺地域への防

災・安全に及ぼす影響をできる限り軽減する計画としています。 

・災害時の停電、断水時に、その復旧までの期間、自給自足を可能とする施

設（太陽光発電システム、防災備蓄倉庫、ソーラー式 LED 灯など）の設置

等を行います。 

・防犯カメラの設置、見通しの良い外構の整備、LED 灯の整備などを行いま

す。 

・犯罪に備えた地域等との連携に関わる取組を検討します。 
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（１５）コミュニティ 

ア 工事 

工事用車両の主要な通行経路のうち、国道 423 号（新御堂筋）の側道は江坂大

池小学校の通学路と重なりますが、当区間においてはマウントアップ形式の歩道が

整備されており、一部の区間には横断防止柵が設置されています。このため、歩行

者と自動車の交通は分離されています。また、工事用車両の走行についても、「（１

６）交通混雑」及び「（１７） 交通安全」に示すとおり、周辺地域の交通の状況

に著しい影響を及ぼすことはないと予測しました。 

工事の実施により、事業計画地周辺の歩道等について、工事の進捗に合わせて一

時的な幅員の減少などが想定されますが、工事区域周囲へのフェンス等の設置や、

必要に応じた警備員の配置等により、通行の安全確保に努める計画としています。

よって、工事の実施が事業計画地周辺のコミュニティ施設及び地域住民の交通経路

に著しい影響を及ぼすことはないと予測しました。 

さらに、本事業では、以下に示す取組を実施することにより、実行可能な範囲で

影響を低減するものとします。 

・工事用車両の走行に関しては、過積載の防止、積荷の安定化、制限速度の遵守

等の安全運転を指導徹底します。 

・工事の効率化・平準化に努め工事用車両台数を出来る限り削減します。 

・地元及び関係機関などと協議し、必要に応じて迂回路の確保や工事用車両出入

口付近に交通安全施設等を設置して交通事故の防止に努めます。 

・工事用車両の一般道での待機及び駐車車両が発生しないよう、事業計画地内に

十分な待機場所と駐車スペースを配置します。 

・工事用車両の通行時間は、原則通学時間帯を避けて設定します。 

・工事用車両の出入口等においては、工事作業時間帯には必ず誘導員等を配置し

て通行車両や歩行者の安全に特に注意を払います。 

 
（１６）交通混雑 

ア 工事 

（ア）工事用車両の走行 

工事用車両の走行による事業計画地周辺の交通への影響の予測地点は図 8 に、

予測結果は表 20 に示すとおりです。工事用車両の付加により交差点需要率は上

昇するものの、その増加分は極めて少なく、最大で交通 7（広芝町）の 7 時台

の 0.514 であり、0.9（交通流を円滑に処理できるとされる交差点需要率の目

安）を十分に下回っていました。よって、交通処理上問題ないと予測しました。

なお、安全側に予測するため、各交差点に各方面から全ての工事用車両が通行す

るものと設定しているため、実際は、さらに影響がないものと考えられます。 

さらに、本事業では、以下の取組を実施することにより、交通混雑による周

辺環境への影響をできる限り軽減する計画としています。 

・資機材搬入車両については、計画的な運行により、適切な荷載を行い、工

事用車両の台数をできる限り削減します。 

・各工事のピークがなるべく重ならないように工程を調整する等、工事を効

率化・平準化し、一時的に車両が集中する時間帯のないよう計画します。 

・工事用車両の走行に関して、車両通行ルート・安全遵守事項を記載した車

両運行教育を実施し、安全運転の徹底を図ります。  
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表 20 交差点解析結果（工事用車両の走行） 

予測地点 
予測 

対象時間 

交差点需要率※ 

現況 工事中 

交通 1 
（千里山西 4 丁目） 

7 時台 0.184 0.190 

17 時台 0.209 0.225 

交通 2 
（春日 1 丁目） 

7 時台 0.170 0.170 

17 時台 0.185 0.202 

交通 3 
（千里山西 4 丁目南） 

7 時台 0.247 0.272 

17 時台 0.231 0.231 

交通 4 
（春日 1 丁目南） 

7 時台 0.211 0.220 

17 時台 0.270 0.278 

交通 5 
（祝橋東） 

7 時台 0.269 0.279 

17 時台 0.318 0.330 

交通 6 
（祝橋西） 

7 時台 0.307 0.314 

17 時台 0.263 0.285 

交通 7 
（広芝町） 

7 時台 0.507 0.514 

17 時台 0.464 0.487 

※交差点需要率：交差点が信号で処理できる交通量に対し、実際に交差点へ流入する交通量

の比率を示すものです。一般に、0.9 を上回ると、円滑に処理できなくな

るとされます。 
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図 8 予測地点（交通混雑） 

 
イ 供用 

（ア）駐車場の利用、施設関連車両の走行 

施設関連車両の走行による事業計画地周辺への影響の予測地点は図 8 に、予

測結果は表 21 に示すとおりです。施設関連車両の付加により交差点需要率は上

昇するものの、その増加分は少なく、最大でケース 3（東側出入口 1 箇所のみ）

の交通 7（広芝町）の休日の 0.494 であり、0.9（交通流を円滑に処理できる

とされる交差点需要率の目安）を十分に下回っています。したがいまして、交通

処理上問題ないと予測しました。 
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表 21 交差点解析結果（施設関連車両の走行） 

予測地点 
平日 
休日 
別 

交差点需要率 

現況 施設供用時 

ピーク時 14 時台 ケース 1 ケース 2 ケース 3 

交通 1 
（千里山西 4 丁目） 

平日 
0.211 

（ 8 時台） 
0.171 0.177 同左 同左 

休日 
0.236 

（17 時台）
0.224 0.231 同左 同左 

交通 2 
（春日 1 丁目） 

平日 
0.192 

（ 8 時台） 
0.163 0.168 同左 同左 

休日 
0.227 

（12 時台）
0.211 0.223 同左 同左 

交通 3 
（千里山西 4 丁目

南） 

平日 
0.247 

（ 7 時台） 
0.199 0.205 同左 同左 

休日 
0.250 

（17 時台）
0.238 0.255 同左 同左 

交通 4 
（春日 1 丁目南） 

平日 
0.270 

（17 時台）
0.226 0.232 同左 同左 

休日 
0.338 

（12 時台）
0.264 0.282 同左 同左 

交通 5 
（祝橋東） 

平日 
0.341 

（16 時台）
0.273 0.290 0.290 0.289 

休日 
0.400 

（12 時台）
0.298 0.351 0.351 0.348 

交通 6 
（祝橋西） 

平日 
0.340 

（ 8 時台） 
0.284 0.306 0.325 0.298 

休日 
0.366 

（12 時台）
0.310 0.367 0.421 0.347 

交通 7 
（広芝町） 

平日 
0.507 

（ 7 時台） 
0.438 0.448 0.448 0.460 

休日 
0.462 

（12 時台）
0.407 0.458 0.458 0.494 

注）1.現況の交通量は、施設関連車両である来店車両のピーク時間帯（平日、休日ともに 14 時台）
における交通量としました。なお、参考として、現況のピーク時間帯における交差点需要率と
その時間帯についても記載しました（現況のピーク時に施設関連車両のピーク時間帯における
交通量を付加した予測は、本事業が開店していない時間帯であったり、来店が多くない時間帯
であったりして、過剰な設定となるため実施していません）。 

2.ケース 1：出入口 2 箇所（北側及び東側） 
ケース 2：出入口 1 箇所（北側のみ） 
ケース 3：出入口 1 箇所（東側のみ） 

3.ケース 2 及びケース 3 の交通 1～4 の交差点交通量はケース 1 と同じ（出入口の位置や数によ
って変化しません。）であるため、交差点需要率は変化しません。 

 
交通流シミュレーションの結果の概要は、表 22 に示すとおりです。各ケース

（図 6 参照）とも、施設関連車両の付加により滞留長や渋滞長の若干の発生や

延伸がみられますが、シミュレーション範囲内における平均走行速度の大きな低

下はみられず、現況からの著しい交通混雑はみられません。 

各ケースの比較では、交通 5 においては各ケースとも同様の結果でした。交

通 6 においては、ケース 2（北側出入口 1 箇所のみ）が滞留長や渋滞長が最も

悪化し、ケース 3（東側出入口 1 箇所のみ）が西方向の滞留長についてケース 1

よりも短縮される結果となりました。ただし、ケース 3 では、事業計画地内出

口において出庫車両の滞留や渋滞が発生し、最大で出庫車両 75 台が敷地内で溢

れて処理しきれないという結果となることから、実際には駐車場内の車両の滞留

により来店車両の入庫が阻害されることになり、国道 423 号沿いに入庫待ち車

両が発生するものと予測しました。 
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これらのことから、本事業で計画している出入口 2 箇所のケースが総合的に

より円滑な交通処理ができており、環境負荷が最も小さくなる計画であると考え

られます。 

 
表 22 最大滞留長及び渋滞長、平均走行速度 

 

現況 

ケース 1 ケース 2 ケース 3 ピーク時 

(12 時台) 
14 時台 

交通 5 

（祝橋東 

交差点） 

東方向 

最大滞留長 （m） 58 39 39 39 39 

最大渋滞長 （m） 0 0 0 0 0 

平均走行速度 

（市道西進） 
（km/h） 8.5 9.9 8.8 8.6 9.0 

北方向 

最大滞留長 （m） 284 181 197 197 196 

最大渋滞長 （m） 117 0 0 0 0 

平均走行速度 

（国道 423 号南進） 
（km/h） 17.8 20.2 19.1 19.1 19.1 

交通 6 

（祝橋西 

交差点） 

西方向 

最大滞留長 （m） 43 32 45 58 32 

最大渋滞長 （m） 0 0 0 6 0 

平均走行速度 

（市道東進） 
（km/h） 9.4 7.3 7.1 6.7 7.3 

南方向 

最大滞留長 （m） 310 270 270 296 270 

最大渋滞長 （m） 109 59 59 92 59 

平均走行速度 

（国道 423 号北進） 
（km/h） 15.4 17.1 16.7 17.1 16.8 

注）1.現況は、施設関連車両である来店車両のピーク時間帯（休日 14 時台）です。なお、参考とし

て、現況のピーク時間帯（休日 12 時台）における結果についても記載しました。 

2.各交差点における「方向」は、以下を意味します。 

東方向→交差点より東側、北方向→交差点より北側 

西方向→交差点より西側、南方向→交差点より南側 

3.「平均走行速度」は、低下すると交通流が円滑でなくなり、滞留・渋滞が増加することを意味し

ます。 

 
（１７）交通安全 

ア 工事・供用 

（ア）工事用車両の走行、駐車場の利用及び施設関連車両の走行 

事業計画地周辺の工事用車両及び施設関連車両の主要な通行経路には歩道が

整備されており、主要な交差点には信号及び横断歩道が整備されています。車両

の通行経路のうち、国道 423 号（新御堂筋）の側道を南方面から北上する経路

は吹田市立江坂大池小学校の通学路と重なりますが、これらの区間においてはマ

ウントアップ形式の歩道が整備されており、ほとんどの区間で横断防止柵が設置

されています。このため、歩行者と自動車の交通は分離されています。 

  



- 72 - 

また、「（１６）交通混雑」に示したとおり、工事用車両及び施設関連車両の

走行による事業計画地周辺の交通混雑への影響は、交通処理上著しい影響はない

ものと予測しています。 

さらに、本事業では、本要約書 5～6 ページに記載した交通対策を実施するこ

とにより、交通安全への影響をできる限り軽減する計画としています。 
 

（イ）歩行者の往来 

来客者は、近隣住民は徒歩または自転車、近隣住民以外は公共交通機関（「緑

地公園駅」または「祝橋北」）から徒歩または自動車での来店が想定されます。

歩行者・自転車での来店経路は、各方面から国道 423 号（新御堂筋）の側道を

通り、来店する経路となります。当該経路については、歩道が整備され、主要な

交差点には信号及び横断歩道が整備されています。そのため、歩行者と車両の交

通は分離されています。なお、当該側道（歩道）における現状の歩行者・自転車

の往来数は、北行きのピークは 15 時台（歩行者 29 人、自転車 45 台）であ

り、南行きのピークは 16 時台（歩行者 28 人、自転車 35 台）です。これに、

本事業の徒歩及び自転車による来店者（他店舗の実績や地理的条件を踏まえると

限定的）を加えたとしても、影響は軽微であると考えられます。また、事業計画

地内においては、歩行者安全帯を設け、歩行者・自転車と車両を分離する計画と

しています。 

以上のことから、周辺地域の交通安全に著しい影響を及ぼすことはないもの

と予測しました。 

 

（１８）複合環境影響 

本事業と同時期に、事業計画地南側に隣接するゴルフ練習場跡地において、表

23 に示す「（仮称）ライフ緑地公園店 新築工事」（以下、「周辺事業」といいま

す。）が計画されています。本環境影響評価では、景観、交通混雑、交通安全につ

いて、本事業と周辺事業の複合的な環境影響についても予測及び評価を行いました。

複合環境影響の予測地点は、図 9 に示すとおりです。 

 
表 23 周辺事業の概要 

事業の名称 （仮称）ライフ緑地公園店 新築工事 

事業の種類 物品販売業を営む店舗 

事業の実施場所 吹田市江坂町 4 丁目 54-20、54-1、65-1、63-1 

事業者の名称 株式会社ライフコーポレーション 

事業の規模 
敷地面積 5,867.61 平方メートル 
高さ 11.30m（地上 2 階） 

出典）「大規模開発事業構想の経過書（令和 5 年度）」（吹田市都市計画部開発審査室

ホームページ） 
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図 9 予測地点（複合環境影響） 

 
ア 景観 

現況の景観写真、計画建物等完成後の景観予測図及び景観の変化の程度は、以下

に示すとおりです。周辺事業との複合環境影響については、お互いの計画建物に遮

られて、他方の計画建物が視認できなくなる眺望地点が多いことが想定されます。 

本事業の計画建物については、色彩等は周辺と調和したものとなるよう計画され、

壁面緑化による景観の向上効果もみられます。特に、周辺事業が実施されることに

より、国道 423 号（新御堂筋）の側道から本事業の南側への視界が開け、計画建

物の南面に計画している壁面緑化による景観の向上効果が大きく期待できます。ま

た、周辺事業についても、今後、条例に基づき敷地内に植栽を配置していくことと

しています。 
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【国道 423 号（新御堂筋）の側道（歩道）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
イ 交通混雑 

交差点需要率の予測結果は、表 24 に示すとおりです。本事業及び周辺事業の施

設関連車両の付加により交差点需要率は上昇するものの、その増加分は少なく、本

事業の施設関連車両のピークとなる休日 14 時台の交差点需要率は、交通 5（祝橋

東）で 0.395、交通 6（祝橋西）0.388 であり、0.9（交通流を円滑に処理でき

るとされる交差点需要率の目安）を十分に下回っています。したがいまして、交通

処理上問題ないと予測しました。 

 
表 24 交差点解析結果（複合環境影響） 

予測地点 
平日 
休日 
別 

交差点需要率 

現況 施設供用時 

ピーク時 
（12 時台） 

14 時台 本事業 
本事業 

＋周辺事業 

交通 5（祝橋東） 休日 0.400 0.298 0.351 0.395 

交通 6（祝橋西） 休日 0.366 0.310 0.367 0.388 

注）1.現況の交通量は、施設関連車両である来店車両のピーク時間帯（休日 14 時台）における交通

量としました。なお、参考として、現況のピーク時間帯における交差点需要率とその時間帯に

ついても記載しました（現況のピーク時に施設関連車両のピーク時間帯おける交通量を付加し

た予測は、過剰な設定となるため実施していません）。 

2.施設供用時の予測結果は、本事業の出入口 2 箇所（北側及び東側）の場合です。 

 
交通流シミュレーションの結果の概要は、表 25 に示すとおりです。交通 5（祝

橋東交差点）においては、本事業及び周辺事業の施設関連車両の付加により北方向

の最大滞留長の若干の延伸がみられますが、シミュレーション範囲内における平均

走行速度の大きな低下はみられず、現況からの著しい交通混雑はみられません。 

交通 6（祝橋西交差点）においては、本事業及び周辺事業の複合影響時に、南方

向の最大滞 留長及び最 大渋滞長が 延伸（それ ぞれ、270m→345m、59m→

161m）し、平均走行速度も低下（17.1km/h→14.4km/h）する結果となりま

した。 

  

現況 将来（複合環境影響） 
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以上を踏まえ、本事業では、周辺事業との複合的な交通混雑による周辺環境への

影響をできる限り軽減するため、以下の取組を実施する計画としています。 

・周辺事業における入庫・出庫ピーク時などにおいては、館内放送などによる周

辺道路の混雑状況の周知を行うなど、混雑時の集中的な出庫を避けるための

方策を実施します。 

・周辺事業者に、適宜、交通混雑低減のための連携を求めていきます。 

 
表 25 最大滞留長及び渋滞長、平均走行速度（複合環境影響） 

現況 施設供用時 

ピーク時 
(12 時台) 

14 時台 本事業 
本事業＋
周辺事業 

交通 5 
（祝橋東）

東

方

向 

最大滞留長 （m） 58 39 39 39 

最大渋滞長 （m） 0 0 0 0 

平均走行速度 
（市道西進） 

（km/h） 8.5 9.9 8.8 8.8 

北

方

向 

最大滞留長 （m） 284 181 197 197 

最大渋滞長 （m） 117 0 0 0 

平均走行速度 
（国道 423 号南進） 

（km/h） 17.8 20.2 19.1 18.9 

交通 6 
（祝橋西）

西

方

向 

最大滞留長 （m） 43 32 45 45 

最大渋滞長 （m） 0 0 0 0 

平均走行速度 
（市道東進） 

（km/h） 9.4 7.3 7.1 7.3 

南

方

向 

最大滞留長 （m） 310 270 270 345 

最大渋滞長 （m） 109 59 59 161 

平均走行速度 
（国道 423 号北進） 

（km/h） 15.4 17.1 16.7 14.4 

注）1.現況は、施設関連車両である来店車両のピーク時間帯（休日 14 時台）です。なお、参考とし

て、現況のピーク時間帯（休日 12 時台）における結果についても記載しました。 

2.各交差点における「方向」は、以下を意味します。 

東方向→交差点より東側、北方向→交差点より北側 

西方向→交差点より西側、南方向→交差点より南側 

3.「平均走行速度」は、低下すると交通流が円滑でなくなり、滞留・渋滞が増加することを意味

します。 

4.施設供用時の予測結果は、本事業の出入口 2 箇所（北側及び東側）の場合です。 
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ウ 交通安全 

本事業及び周辺事業における歩行者・自転車での来店経路は、各方面から国道

423 号（新御堂筋）の側道を通り、来店する経路となります（周辺事業について

は、計画地西側の一部の地域住民を除きます。）。当該経路については、歩道が整備

され、主要な交差点には信号及び横断歩道が整備されています。そのため、歩行者

と車両の交通は分離されています。 

また、当該側道（歩道）における現状の歩行者・自転車の往来数は、北行きのピ

ークは 15 時台（歩行者 29 人、自転車 45 台）であり、南行きのピークは 16 時

台（歩行者 28 人、自転車 35 台）です。これに、本事業の徒歩及び自転車による

来店者（他店舗の実績や地理的条件を踏まえると限定的）を加えたとしても、影響

は軽微であると考えられます。周辺事業については、あくまで想定ですが、徒歩及

び自転車による来店者はピーク時（16 時～18 時頃を想定）で 183 人・台/時

（3 人・台/分）程度と想定しており、現状に対する割合は小さくありませんが、

交通安全上著しい影響を及ぼす通行量ではないものと考えられます。 

なお、本事業における荷物運搬車両及び廃棄物収集車両の出入口と、周辺事業に

おける来店・退店車両の出入口が近接していますが、本事業における荷物運搬車両

及び廃棄物収集車両は日あたり、それぞれ約 10 台及び約 2 台程度であること、

また本事業においては必要に応じて出入口に交通誘導員を配置する計画としている

ことから、交通安全に関して複合的な影響はないものと考えられます。したがいま

して、交通安全に関して、著しい複合環境影響はないものと予測しました。 

さらに、本事業では、交通安全に関する取組を実施することにより、交通安全へ

の影響をできる限り軽減する計画としています。 

・周辺事業者に、適宜、交通安全確保のための連携を求めていきます。 

 
１３ 事後調査の実施に関する事項 

本事業の実施にあたっては、以下の項目について事後調査を実施します。 

 
表 26 事後調査項目と方針 

項目 時期 選定理由及び方針 

騒音・振動 工事中 

建設機械の稼働、工事用車両の走行については、影響が最
大になると想定される場合の予測を行っており、影響がこれ
を超える可能性は小さいと考えられますが、建設機械の稼働
に伴う騒音・振動による近隣の住宅等への影響を考慮し、事
後調査項目として選定します。 

事後調査は、騒音レベル・振動レベルについて、事業計画
地敷地境界において工事のピーク時期に 1 回実施します。 

交通混雑 供用後 

施設関連車両の走行については、交通計画に基づく予測を
行っており、事業による著しい影響はないと予測しています
が、周辺の交通状況の変化も想定され、また予測の不確実性
の懸念もあることから、事後調査項目として選定します。 

事後調査は、交差点交通量・自動車渋滞長、滞留長つい
て、事業計画地周辺における施設関連車両の主要走行ルート
交差点において施設供用後の適切な時期に実施します。 

 

 




